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本分析は、「リチウムイオン電池等の回収・再資源化に関する調査」を通

じて得られたデータを用いて、統計的手法により各種推計を行ったもので

ある。 
各推計値は、調査の過程で生じた誤差や分析手法に由来する誤差を含み

得る試算値であり、これらの精緻化のためには更なる研究を要することか

ら、幅を持ってみる必要がある点に留意されたい。 
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1 背景と分析の概要 
  環境省は今般、リチウム蓄電池等の分別回収やその周知等の考え方について、全国

の市区町村に対し技術的助言を行った（結果報告書 p18 等参照）。 

環境省が示したこれらの取組の推進により、市区町村における火災事故等の減少が

期待されるが、その定量的な施策効果については必ずしも明らかではない。また、リ

チウム蓄電池等がどのごみ区分にどの程度排出されているかなどの実態も不明となっ

ている。 

本分析は、こうした問題認識に基づき、組成分析調査を始めとする今回の調査によ

って得られたデータやその他関連データを用いて、市区町村におけるリチウムイオン

電池、ニカド電池及びニッケル水素電池（以下「リチウムイオン電池等という。リチウ

ムイオン電池については、適宜「LIB」とも表記する。）及びその使用製品の回収施策の

効果の定量分析と、それらの回収・処分状況の全国推計を行ったものである。 

  既往の各種分析との比較及び本分析の大まかな流れは、以下のとおりである。 

 

(1) これまでの分析等との関係及び本分析の位置付け 

 

（市区町村における回収施策の効果の分析） 

   環境省(2025)は、リチウム蓄電池の分別回収等による火災発生への影響を分析し

ている。それによると、リチウム蓄電池の分別回収を実施している市区町村は、火

災事故等の発生件数が少ない傾向があり（図 1-1）、ステーション回収やボックス回

収を実施している市区町村では、「一定程度の発火件数の減少が見込まれる」とされ

ている。 

 

図 1-1 リチウム蓄電池の分別・回収方法ごとの発火等件数 

 

（注）環境省(2025)による。 
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   ただし、市区町村における火災発生抑止策としては、回収時だけではなく回収後

の収集運搬や処理の過程においても各種の対策（例：前処理の徹底、火災検知器の

設置等）が考えられる（図 1-2）が、上記の分析では、これらの過程における対策の

有無が捨象されているため、火災の減少要因は回収方法の違いのみといえない点で

注意が必要である。 

 

図 1-2 市町村における廃棄物処理フローと発煙・発火対策の関係 

 

（注）環境省(2025)による。 

 

  そのため、分別回収等の効果を計測する観点からは、火災発生件数そのものより

も、火災の原因となるリチウムイオン電池等の不燃ごみ等への混入量をアウトカム

として捉える方が、因果関係の対応がより明確である。分別回収等による混入抑止

効果については、これまで各地において実証事業等が実施されている（環境省(2025)、

国立研究開発法人国立環境研究所(2024)、Terazono et al.(2024)）。 

・  鳥取県鳥取中部ふるさと広域連合の実証事業では、リチウムイオン電池等を

取り外せない製品を不燃ごみや小型家電として回収する体制から、有害ごみと

して回収する体制に変更した。回収体制の変更前後において、不燃ごみや小型

家電に混入しているリチウムイオン電池等の割合が、14％程度減少したとして

いる。 

・  埼玉県坂戸市の実証事業では、従来分別収集を実施していなかったリチウム

イオン電池について、廃乾電池やコイン電池等と同じごみ袋で排出するルール

とし、また、リチウムイオン電池が外れない小型家電を、その他の小型家電と

同様に不燃ごみ（燃やさないごみ）用のごみ袋で排出するルールとした。回収

体制の変更前後において、不燃ごみ中のリチウムイオン電池等を含む小型家電

の混入率が、0.44％から 0.19％まで減少し、発火件数も減少傾向がみられたと

している。 

 また、同市のデータを用いた別の調査では、リチウムイオン電池が外れない

小型家電の分別収集により、不燃ごみへの混入を 2 割程度削減する効果があっ

たと考えられるとしている。 

・  愛知県瀬戸市では、従来リチウムイオン電池及びリチウムイオン電池を取り

外せない小型家電の排出に当たっては、JBRC 協力店（報告書 p96 参照）のボッ

クス又は市内リサイクルセンターへの持ち込みが必要であったが、実証事業に

おいては「発火性危険物」（スプレー缶等）の区分にリチウムイオン電池及びリ

チウムイオン電池を取り外せない小型家電を含めるとともに、市役所へモバイ
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ルバッテリーやスマートフォンなどを回収対象とするボックスを設置した。こ

の回収体制の変更前後において、不燃ごみ（燃えないごみ）への混入状況は改

善しなかったとしている。 

 

ただし、これらの実証事業等は、個々の市区町村における混入量の変化を分析し

たものであるため、他地域における分別回収の有効性は必ずしも明らかでない。環

境省は、上記事業結果も含め市区町村の先進的な取組をリチウム蓄電池等対策集と

して毎年度取りまとめ、広く市区町村に提供しているものの、分別回収等による不

燃ごみ等への混入抑止効果については上記のような限られた実証事業等の事例の提

供にとどまっているため、各市区町村における具体の対策の検討に当たっては、効

果検証の充実が重要と考えられる。 

以上の状況にも照らし、本分析では、多くの市区町村にも参考となるよう、全国

で広く実施した組成分析調査によるデータを用いて、回収方法等の違いが不燃ごみ

等への混入量に与える影響を試算することにより、回収時の取組の効果の検証を行

ったものである。 

 

 （市区町村における回収量・処分量の全国推計） 

リチウムイオン電池等及びその使用製品の排出量に関しては、資源循環施策の基

礎資料としてそれらの各主体間の流れ（マテリアルフロー）の把握が欠かせないが、

その推計事例は限られている。 

環境省(2022)は、国内の小型家電の出荷量や製品寿命等のデータから、令和元年

における国内のリチウム蓄電池を含む小型家電製品の排出量を約 3.8 万トン（うち

リチウム蓄電池は 1.6 万トン）と推計している。また、環境省(2021)は、全国 6 市

町における不燃ごみ等への混入状況の調査結果を基に、全国の不燃ごみ相当のごみ

区分におけるこれら製品の混入量を約 2,400 トン（うちリチウムイオン電池単体は

約 70 トン）と推計している。 

他方、小口・寺園・蓮沼(2024)は、排出された小型家電製品に使用されているリチ

ウムイオン電池の重量等の情報を用いて、令和 2 年度におけるリチウムイオン電池

の排出量を約 8,000 トン（環境省(2022)の約半分）と推計している。また埼玉県坂

戸市における調査結果を用いて、不燃ごみへのリチウムイオン電池の混入量を 830

から 1,126 トンと概算している（図 1-3）。 

いずれの推計においても、マテリアルフローの大半の部分がいまだ解明されてい

ない上、推計値が存在する部分においても分析方法によってかなりの幅がある。 

 

こうした状況を踏まえて本分析では、これらの既往の分析に比して大規模（全国

43 市）に実施した不燃ごみ等への混入状況調査（組成分析調査）の結果を活用して、

リチウムイオン電池等が家庭ごみとして排出された後のマテリアルフローの精緻化

を図るとともに、マテリアルフローが不明となっている箇所の解明を試みたもので

ある。 
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図 1-3 リチウムイオン電池のマテリアルフローの推計例 

 

（注）小口・寺園・蓮沼(2024)による。 

 

(2) 本分析の流れ 

   本分析を行う基礎データの一つは、後述する組成分析調査のデータである。組成

分析調査は人手を介して広域において実施したものであり、また、一時点の調査結

果を年間結果に拡大する等の推計も行っていることから、分析を進めるに当たって

は、ヒューマンエラー、横並びの観点からの不整合、拡大推計に当たっての誤差の

発生等によるデータへの影響を一定程度織り込んでおくことが必要である。 

そのため、分析の前提として、まず組成分析調査によるデータの特性把握が重要

なことから、記述統計量等の基本的な確認を経た後、リチウムイオン電池等及びそ

の使用製品の排出量と、政策要因・地域要因との関係性を大まかに確認した。具体

的には、先行研究も踏まえて政策要因・地域要因に係る各種変数を選定し、これら

を説明変数とする回帰分析によって理論的に整合的な符号の係数が得られるか確認

した。 

なお、この回帰分析では、サンプルサイズの制約から一般的な重回帰分析は有効

でないため、機械学習の分野で広く用いられている手法（Ridge 回帰）を用いた。こ

の回帰係数は偏りがあることが知られているため、係数そのものを定日回収の効果

とみなすことには課題があるが、効果の一定の目安を知る上では有益である。 

使用データの一定の有効性（及び効果の一定の目安）を分析した後、定日回収の

効果を 2 つの方法により試算した。具体的には、先の回帰分析で用いた説明変数を

共変量として、マッチング法及びその欠点を補う IPW（逆確率重み付け）法による定

日回収の効果の試算を行った。 

次に、組成分析調査のデータ（不燃ごみ及びプラスチックごみ）を全国拡大する

ことにより、リチウムイオン電池等及びその使用製品のマクロの排出量の推計を行

った。全国拡大に当たっては、全国の市町村を対象に実施した統計調査による共変

量の分布データを用いて、IPW 法を応用して偏りを補正する方法を用いた。さらに過
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去に実施された消費者の排出先に関するアンケート結果も用いて、可燃ごみ等への

混入量も推計するとともに、市区町村における処理ルート別の処分量についても可

能な限り試算した。 

 

2 使用するデータの概要 
(1) リチウムイオン電池等及びその使用製品の混入状況調査（組成分析調査） 

   令和 6 年 5～7 月にかけて全国 43 市において当局が実施した「リチウムイオン電池

等及びその使用製品の混入状況調査」（以下「組成分析調査」という。）により、不燃

ごみ等に混入していたリチウムイオン電池等及びその使用製品について、総計 5,083

点、総重量 1.3 トンの回収を得た。 

   また、組成分析調査に併せて、各市において、当該量の回収に要した不燃ごみ等の

収集回数と、年間の不燃ごみ等の収集回数から、年間回収量を推計した。推計に当た

っては、当該市において、より適切な推計方法がある場合はそれによることとし、当

該市における類似の推計や作業担当者等の所感からみた妥当性の確認を経ている。

市別の数値は表 2-1 のとおり。 

   組成分析調査は、当局が計 50 市を対象に実施した実地調査の一環であり、当該実

地調査（リチウムイオン電池等及びその使用製品の回収方法、回収量、処分量等）の

情報についても適宜用いた。 

なお、これらの市は、円滑な調査実施の観点から、人口規模が一定以上の市から

抽出し、調査協力が得られた市である。市の選定に当たっては、事前にホームペー

ジ情報等から得た定日回収の実施状況や、環境省資料に基づく過去の火災発生状況

等を踏まえ、特定の属性の市に偏らないよう、バランスに配慮して選定した。 
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  表 2-1 組成分析調査におけるリチウムイオン電池等及びその使用製品の回収量 

及び推計年間回収量 

＜不燃ごみ区分＞  ＜プラスチック区分＞ 

 個数 重量 

（kg） 

推計年間 

回収量

（t） 

  個数 重量 

（kg） 

推計年間 

回収量

（t） 

A1 市 312 118.8 2.7  B1 市 156 20.0 0.2 

A2 市 301 63.5 5.1  B2 市 115 20.5 0.6 

A3 市 237 63.0 5.7  B3 市 105 11.4 0.1 

A4 市 218 55.1 15.7  B4 市 96 11.6 0.2 

A5 市 206 78.3 4.1  B5 市 94 11.8 0.6 

A6 市 193 34.5 18.6  B6 市 87 11.5 0.2 

A7 市 179 54.7 6.8  B7 市 68 7.7 0.1 

A8 市 172 29.2 1.5  B8 市 56 8.0 0.4 

A9 市 157 46.3 9.0  B9 市 5 0.5 0.0 

A10 市 152 54.5 1.4  合計 782 103.1 2.4 

A11 市 150 28.8 1.5  
＜その他＞ A12 市 146 68.8 0.8  

A13 市 138 33.0 12.5   個数 重量 

（kg） 

推計年間 

回収量

（t） 

A14 市 128 38.5 6.5   

A15 市 124 28.5 0.9   

A16 市 113 32.2 7.8  C1 市 130 62.4 3.2 

A17 市 112 17.9 2.3  C2 市 40 7.6 1.0 

A18 市 110 29.8 1.5  C3 市 1 0.1 － 

A19 市 104 30.8 1.7  合計 171 70.1 4.2 

A20 市 99 29.1 1.1      

A21 市 96 20.2 7.3      

A22 市 90 22.5 2.9      

A23 市 87 22.8 0.7      

A24 市 83 31.0 2.5      

A25 市 77 20.4 1.1      

A26 市 76 26.3 25.7      

A27 市 72 15.5 2.0      

A28 市 68 31.5 2.2      

A29 市 65 21.2 177.6      

A30 市 39 14.0 0.2      

A31 市 26 4.9 0.1      

合計 4,130 1165 329.5      

（注）1 「不燃ごみ」区分に含まれる各市の収集区分名は、次のとおりである。 

「不燃ごみ」、「燃えないごみ」、「燃やさないごみ」、「燃やせないごみ」、「不燃・粗大ごみ」、 

「金属・不燃ごみ」、「破砕ごみ」、「小型破砕ごみ」、「雑貨品・小型廃家電類」、「金属複合製 

品類」、「埋立ごみ」 

2 「プラスチック」区分に含まれる各市の収集区分名は、次のとおりである。 

「プラスチック資源」、「有害ごみ、容器包装プラスチック」「プラスチック製容器包装 

（容器包装プラ）」、「プラスチック製容器包装」、「プラスチック類」「プラ製容器包装ごみ」 

3 「その他」には、「空き缶・空きびん」、「持ち込みごみ／缶・びん／小型金属類」、「可燃ご

み」が含まれる。 
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組成分析調査によって回収した主な品目の内訳は、図 1-4 のとおりである。「不燃

ごみ」区分では、コードレス掃除機やリチウムイオン電池、電気かみそり等の混入

が多くなっている一方、「プラスチック」区分では、モバイルバッテリー、リチウム

イオン電池、加熱式たばこなどの混入が多くなっている。 

 

 

図 1-4 主な製品等の混入状況（重量の割合） 

 

 

  また、各市において推計した年間のリチウムイオン電池等及びその使用製品の混

入量について、当該市における人口で除すことにより一人当たり混入量に換算して

その分布をみると、図 1-5 のとおりとなっている。不燃ごみ区分及びプラスチック

区分それぞれにおいて混入量が突出して多い市があり、何らかの測定エラーも懸念

されるが、全国の不燃ごみ及び資源ごみの排出量（一人当たり）が右に裾が長い分

布となっていること（図 1-6）も踏まえ、単純な外れ値処理（当該市の除外 1）は行

わず分析を進めることとした。 

 

  

 
1  混入量が大きい当該市は、ごみの分別数が他の市に比べて少ないなどの影響の可能性があるため、単に

混入量が大きいことのみをもって除外することは適当ではない。 
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図 1-5 組成分析調査における各市のリチウム製品混入量の分布 

 
 

図 1-6 全国市町村の不燃ごみ/資源ごみ排出量の分布 

 
（注）1 不燃ごみ及び資源ごみ排出量の分布は環境省「一般廃棄物処理実態調査（令和 5 年度）」より

作成。不燃ごみには混合ごみの相当分（可燃ごみ及び不燃ごみの全国値の割合により按分して

算出）を含む。 

2 不燃ごみ排出量（一人当たり）の最大値は 292.4（kg/人）、資源ごみ排出量（一人当たり）の

最大値は 221.8（kg/人） 

 

(2) リチウムイオン電池等及びその使用製品の回収・処分の実施状況に関する調査（統

計調査） 

  全国の 1,741 市区町村を対象に、リチウムイオン電池等及びその使用製品が住民

にとって排出しやすい状況にあるか、また再資源化に当たっての負担や支障を明ら

かにする観点から、令和 6 年 9 月に統計調査（リチウムイオン電池等及びその使用

製品の回収・処分の実施状況に関する調査）を実施した。 

具体的には、リチウムイオン電池等及びその使用製品のうち、環境省がまとめた

「リチウム蓄電池等処理困難物対策集（令和 5 年度版）」において、火災事故等の原

因品目として多く挙げられているものや、排出先が見つからずに住民が困っている

と考えられるものなど 8 品目（リチウムイオン電池等、モバイルバッテリー、電気

かみそり（電池が取り外せない製品）、コードレス掃除機（電池が取り外せない製品）、

加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、電池が破損・膨張したモバイルバッテリー、電

池が破損・膨張したスマートフォン）を対象に、以下の事項を調査した。 

 

ア 8 品目の回収の実施状況 

  （ア） 定日回収の実施の有無及びごみ収集区分 

    （イ） 拠点回収の実施の有無及び回収形態 

    （ウ） 定日回収、拠点回収を実施していない理由 
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イ 8 品目の処分の実施状況 

    （ア） 処分方法 

    （イ） 埋立て、焼却を実施している理由 

 

当該調査結果の概要は「『リチウムイオン電池等及びその使用製品の回収・処分の

実施状況に関する調査』（一般統計調査）結果の概要」のとおりである（回答数 1,557、

回答率 89.4％）。本分析では、「4 市区町村における回収量・処分量の全国推計」に

おいて、組成分析調査の結果から全国結果を拡大推計する際の基礎データとして、

この統計調査結果を用いた。 

 

(3) その他 

  (1)及び(2)のデータに加え、分析時点において入手できる、家庭ごみの排出に係

る各種関連指標を分析に用いた。これらの変数の概要は表 2-2 のとおりである。 

これらの変数は、関連する先行研究結果も踏まえ、各市のごみの排出や定日回収

の実施の有無への影響が想定されるものを中心に選定している。変数の選定は、分

析に用いたサンプルサイズの制約を考慮し、モデルが過度に複雑にならないことも

考慮した。選定の考え方の詳細については、個々の分析の説明箇所において述べる。 

さらに、過去に実施された消費者の排出先に係るアンケート結果も適宜用いた。 
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表 2-2 分析に用いた家庭ごみの排出に係る変数の概要 

変数 単位 作成方法 出所 

【目的変数】    

混入量（合計・各品目別） g/人 リチウムイオン電池等及びその使

用製品の混入量（合計、各品目別）

／人口 

組成分析調査、計画収集

人口（2023 年） 

【政策変数】    

定日回収の有無（8 品目別） ダミー 定日回収を実施＝1、その他＝0 組成分析調査、統計調査 

定日回収の有無 ダミー 8 品目のいずれかの品目で定日回

収を実施＝1、未実施＝0 

組成分析調査、統計調査 

拠点回収の有無 ダミー 8 品目のいずれかの品目で拠点回

収を実施＝1、未実施＝0 

組成分析調査、統計調査 

JBRC 回収ボックス数 個/万人 JBRC 回収ボックス数／人口 JBRC 提供資料、住民基本

台帳人口 

周知・啓発（4 項目別） ダミー 「リチウム蓄電池等の適切な排出区
分に関する内容」、「リチウム蓄電池等
の排出事業者（JBRC の回収の利用案内
等）に関する内容」、「リチウム蓄電池
の製品からの適切な取り外し方や取
り外しに関連する留意点」、「リチウム
蓄電池等の危険性（発煙・発火等）に
関する内容」の観点の周知・啓発を実
施＝1、未実施＝0 

一般廃棄物処理実態調

査（2023 年） 

広報媒体数 個 自治体 HP、ごみカレンダー、チラシ、
ポスター、広報誌、学校向け環境教育、
ごみ分別アプリ、市区町村が運営する
SNS の該当数 

一般廃棄物処理実態調

査（2023 年） 

【地域変数】    

過去の火災の有無 ダミー 火災発生＝1 一般廃棄物処理実態調

査（2023 年） 

分別数 － 生活系ごみの分別数 一般廃棄物処理実態調

査（2023 年） 

収集頻度（不燃ごみ・容プ

ラ・小型家電） 

回/月 不燃ごみ、容プラ、小型家電の各

戸収集方式及びステーション方式

による収集回数 

一般廃棄物処理実態調

査（2023 年） 

手数料（不燃ごみ・容プラ・

小型家電） 

ダミー 有料＝1、無料＝0 一般廃棄物処理実態調

査（2023 年） 

不燃ごみ排出量 kg/人 不燃ごみ排出量／計画収集人口 一般廃棄物処理実態調

査（2023 年） 

資源ごみ排出量 kg/人 資源ごみ排出量／計画収集人口 一般廃棄物処理実態調

査（2023 年） 

所得 百 万 円 /

人 

課税対象所得／総人口 市町村税課税状況等の

調、国勢調査（2020 年） 

平均世帯人員 人 総人口／一般世帯数 国勢調査（2020 年） 

男女比率 ％ 男性人口/女性人口 国勢調査（2020 年） 

人口密度 千人/㎢ 総人口/総面積 国勢調査（2020 年） 

昼夜間人口比率 ％ 昼間人口/総人口×100 国勢調査（2020 年） 

若年人口比率 ％ 18 歳未満人口/総人口 国勢調査（2020 年） 

購入頻度（品目別） － 100 世帯当たり・一か月当たりの

当該品目の購入回数 

家計調査（2022～2024 年

平均） 

消費支出割合（品目別） ％ 当該品目の消費支出／消費支出×

100 

家計調査（2022～2024 年

の平均） 

（注）1 収集頻度については、各戸収集方式又はステーション方式による収集回数のみを計上。不燃ごみ

を回収しておらず混合ごみを回収している市町村については、混合ごみの収集回収を採用した。 

2 手数料については、不燃ごみを回収しておらず混合ごみを回収している市町村については、混合

ごみの手数料を採用した。 

3 購入頻度及び消費支出割合について、当該市のデータが家計調査結果にない場合は、所属する地

方平均のデータを使用した。 
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3 市区町村における回収施策の効果の分析 2 
  以下では、組成分析調査の結果を用いて、危険ごみ等の区分による定日回収 3を始め

とした回収施策による不燃ごみ等への混入抑制効果の推計を試みた。 

 

(1) 混入量の平均の比較 

（リチウムイオン電池等及びその使用製品の全体） 

まず、8 品目のいずれかについて定日回収を実施している市と、そうでない市につい

て、リチウムイオン電池等及びその使用製品の不燃ごみ等への混入状況を比較すると、

不燃ごみ区分では、定日回収を実施している市の方が、平均混入量（率）が少なくなっ

た。他方プラスチック区分では、その逆の結果となった（図 3-1、3-2）。 

 

図 3-1 各市におけるリチウムイオン電池等及びその使用製品の混入状況 

  

（注）1 8 品目のいずれかで定日回収している市を「定日回収あり」とした。 

2 混入率は、それぞれ「不燃ごみ」及び「資源ごみ」の総排出量を分母として算出したものである。 

3 不燃ごみ区分について、定日回収の有無による混入量平均の差についてｔ検定（片側。等分散を

仮定しない Welch の方法による。以下で行うｔ検定において同じ）を行ったところ、ｐ値は 0.06

（10％水準で有意）となった。 

 

  

 
2  この分析では、「不燃ごみ」区分及び「プラスチック」区分の市のうち、十分なデータが得られなかっ 

た市（表 2-1 の A31 市及び B9 市）は除外している。 
3  ここでの定日回収は、特に断りのない限り、危険ごみ等の区分によるもののみを指す。 
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図 3-2 定日回収の有無別にみたリチウムイオン電池等及びその使用製品の混入量分布 

 

（注）1 8 品目のいずれかで定日回収している市を「定日回収あり」とした。 

2 不燃ごみ区分における、定日回収の有無による混入量の分布の違いについて Wilcoxon の順位和

検定（片側）を行ったところ、ｐ値は 0.24 となった。 

 

ただし、図 3-1 及び 3-2 のとおり、市によって混入量（率）にはばらつきがあるた

め、単純平均の比較のみでは評価が難しい。 

また、品目全体をまとめて対象とした比較では、定日回収品目と排出品目の対応関

係を考慮できていないことにも問題があり、例えば、プラスチック区分において「定

日回収あり」にもかかわらず混入量（率）が最多となっている市は、定日回収を行って

いない「リチウムイオン電池」や「モバイルバッテリー」の混入が多くなっている（定

日回収は他の品目で実施）。すなわちこの分析では、当該市の定日回収の効果が適切に

反映されているとはいえない。 

 

（各品目） 

そこで、品目ごとに定日回収の効果を探るため、組成分析調査において対応する品

目の混入量が判明している 6 品目について、当該定日回収の有無別にその混入量 4を

比較した。また、電池の定日回収については、電池単体の混入のみならず、電池使用製

品の排出時の電池の取り外し促進による、製品の（電池が入った状態での）混入も抑

制する効果も考えられることから、リチウムイオン電池等の定日回収の有無別に、電

気かみそり、コードレス掃除機及び加熱式たばこの混入量も比較した（表 3-1～3-3）。 

表 3-1～3-3 によると、定日回収をしている市の方が混入量が少ない傾向となってい

 
4  先行研究では「混入率」を用いた分析が大半とみられるが、本分析では以下の理由から、主として「混

入量」を用いた。 
① 各市における「混入量」は「混入率」と大小関係が類似（図 3-1）しており、「混入量」も混入の程

度を表していると考えられること。 
② 仮に「混入率」を用いる場合、一からモデル式構築が必要となること（モデル式の先行研究が見当

たらない）。 
③ 組成分析調査の対象とした不燃ごみ等の重量を把握できていないため、不燃ごみ等の総排出量を分

母とした「混入率」は「混入量」よりも精度が劣ると考えたこと。 
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る品目が多くみられる。しかしながら、多くの品目では統計的に（10％水準でも）有意

に少なくなっているとはいえず、また大小に逆転が生じている品目もある。 

 

表 3-1 定日回収の有無別 混入量の平均（g/人）＜不燃ごみ区分＞ 

 総数 定日回収あり 定日回収なし 差 ｐ値 

 件数 平均 

 

件数 平均 

a 

件数 平均 

b 

 

a-b 

 

リチウムイオン電池等 30 2.97 14 1.23 16 4.49 ▲3.26 0.10 

モバイルバッテリー 30 0.96 15 0.60 15 1.32 ▲0.72 0.07 

電気かみそり 30 1.00 10 1.40 20 0.77 ＋0.63 － 

コードレス掃除機 30 3.62  8 1.79 22 4.40 ▲2.61 0.06 

加熱式たばこ 30 0.44 13 0.38 17 0.49 ▲0.11 0.29 

ワイヤレスイヤホン 30 0.08 11 0.02 19 0.12 ▲0.09 0.11 

（注） ｐ値は定日回収の有無による平均値の差のｔ検定（片側）の結果である（表 3-2 及び 3-3 において

同じ）。 

 

表 3-2 リチウムイオン電池等の定日回収の有無別 各品目の混入量の平均（g/人） 

＜不燃ごみ区分＞ 

 総数 LIB 等定日回収あり LIB 等定日回収なし 差 ｐ値 

 件数 平均 

 

件数 平均 

a 

件数 平均 

b 

 

a-b 

 

電気かみそり 30 1.00 14 1.27 16 0.77 ＋0.50 0.10 

コードレス掃除機 30 3.62 14 2.14 16 4.91 ▲2.77 0.07 

加熱式たばこ 30 0.44 14 0.40 16 0.47 ▲0.07 0.12 

 

表 3-3 定日回収の有無別 混入量の平均（g/人）＜プラごみ区分＞ 

 総数 定日回収あり 定日回収なし 差 ｐ値 

 件数 平均 

 

件数 平均 

a 

件数 平均 

b 

 

a-b 

 

リチウムイオン電池等 8 0.10 3 0.03 5 0.14 ▲0.12 0.16 

モバイルバッテリー 8 0.14 3 0.05 5 0.20 ▲0.14 0.20 

電気かみそり 8 0.03 3 0.03 5 0.03 ▲0.00 0.49 

コードレス掃除機 8 0.00 3 0.00 5 0.00 ▲0.00 0.46 

加熱式たばこ 8 0.05 4 0.05 4 0.06 ▲0.00 0.46 

ワイヤレスイヤホン 8 0.01 3 0.01 5 0.01 ＋0.00 － 

 

ここで、例えば、不燃ごみ区分への各品目の混入状況を個別の市ごとにみると、や

はりばらつきが大きいことが分かる（図 3-3、3-4）。したがって、各品目の混入量は、

定日回収の有無以外の要素の影響を大きく受けていることが想定されることから、定

日回収の有無別の単純平均の比較のみでは、これらの影響が捨象されており評価が難

しいことが分かった。 

そこで、例えば、各市における容器包装プラスチックの回収の有無 5について条件を

そろえた上で、定日回収の有無別に混入量を比較すること等も考えられるが、混入量

 
5  環境省(2021)では、容器包装プラスチックや小型家電の回収の有無によって市町村をカテゴリに分け、

各カテゴリから対象市町村を選定している。 
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への影響要因は無数にあると想定される中で、どの条件をそろえることが適当かの判

断は難しく、その選択には恣意性が避けられない。また、複数の条件をそろえようと

すると、比較対象のサンプルサイズが縮小し、分析の不安定さが増大するという問題

も生じる。 

さらに、各市における「不燃ごみ」や「プラスチックごみ」の定義（当該区分に相当

する概念上のごみの範囲）がまちまちな中で、そこから得られた品目の混入量を単純

比較している点についても、留意が必要である。 

以上のことから、表 3-1～3-3 の単純平均の差をもって、定日回収の効果とみなすの

は課題が多いと考えられる。 
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図 3-3 各市における 6 品目の不燃ごみへの混入状況 

 

 

 

 
（注） 組成分析調査では意図せず混入していた製品等を分析対象とする観点から、不燃ごみ区分に排出さ

れた製品等であっても、住民に不燃ごみとして排出するよう周知しているために適正な排出と考えら

れる一部の製品等は、分析対象の混入量には含まれていない。そのため、（意図しないか否かは問わ

ず）不燃ごみ区分への排出量を分析する場合には、そうした一部の市の排出量については区別して扱

う必要があるが、その場合も全体の結論への影響は軽微であるため、以下の分析でも特にこの点につ

いて考慮はしていない。 
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図 3-4 6 品目の定日回収の有無別にみた不燃ごみへの混入量の分布 

 

 

 

（注） 電気かみそり以外の品目における、定日回収の有無による混入量の分布の違いについて Wilcoxon

の順位和検定（片側）を行ったところ、p 値は順に 0.11、0.31、0.08、0.58、0.40 となった。 
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(2) 重回帰分析 

（モデルの概要） 

単純平均の比較（分析(1)）では、混入量の影響要因を考慮できていないことを踏

まえ、影響要因と考えられる変数をなるべく取り入れた重回帰分析を行った。当該

分析では「不燃ごみ」 6の区分で調査した 30 市のデータを用いた。 

説明変数として定日回収の有無及び他の影響要因を含む適切な回帰モデルが設定

できれば、理論上は、他の影響要因を固定した上での混入量の違いを探ることが可

能である。しかしながら、サンプルサイズの制約等により、モデルの精緻化は困難

と想定されることから、ここでの重回帰分析は、定日回収効果の定量的に算出する

ことよりも、混入量に与える各要素の影響の有無や用いるデータセットの特徴等を

大まかに確認し、後続の分析において用いる変数の候補を検討することを主眼とし

て行った。 

説明変数としては、効果の主な把握対象である「定日回収の有無」 7に加えて、表

3-4 のとおり設定した 8。 

 

  

 
6  プラスチック区分の調査市はサンプルサイズがさらに小さい（８市）ため、以下の重回帰分析、マッチ

ング等の分析は困難と判断し、行っていない。 
7  組成分析調査では、「定日回収の有無」に加えてその頻度（「月１回」など）も調査していることから、

説明変数において「定日回収の頻度」を加味することも検討したが、後続の全国推計で用いる統計調査で

は頻度を調査していないため、分析の接続性の観点からここでは「定日回収の有無」を採用した。 
8  表 3-4 の変数を用いた回帰式は、𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖

(𝑗𝑗)
𝑗𝑗 （𝑦𝑦𝑖𝑖：𝑖𝑖 市における混入量（g/人）、𝑥𝑥𝑖𝑖

(𝑗𝑗) ：𝑖𝑖 市の 𝑗𝑗 番
目の説明変数、𝛽𝛽0, 𝛽𝛽𝑗𝑗  :偏回帰係数）である。 
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表 3-4 分析に用いた変数の記述統計量＜不燃ごみ＞ 

変数 観測数 平均値 標準偏差 最小値 中央値 最大値 

【被説明変数】       

混入量（合計）（g/人） 30 14.27 20.46 1.56 7.72 108.13 

 同（リチウムイオン電池等） 30 2.97 7.22 0.00 1.43 40.38 

 同（電源装置） 30 0.96 1.28 0.00 0.37 5.14 

 同（電気かみそり*） 30 1.00 0.95 0.00 0.75 3.78 

 同（コードレス掃除機*） 30 3.62 5.49 0.00 1.26 25.94 

 同（加熱式たばこ） 30 0.44 0.54 0.00 0.29 2.67 

 同（ワイヤレスイヤホン） 30 0.08 0.25 0.00 0.01 1.34 

【説明変数】（政策変数）       

定日回収の有無（リチウムイオン電池等） 30 0.47 0.51 0.00 0.00 1.00 

 同（モバイルバッテリー） 30 0.50 0.51 0.00 0.50 1.00 

 同（電気かみそり*） 30 0.37 0.49 0.00 0.00 1.00 

 同（電気かみそり*・不燃） 30 0.20 0.4 0.00 0.00 1.00 

 同（コードレス掃除機*） 30 0.30 0.47 0.00 0.00 1.00 

 同（コードレス掃除機*・不燃） 30 0.20 0.41 0.00 0.00 1.00 

 同（加熱式たばこ） 30 0.47 0.51 0.00 0.00 1.00 

 同（ワイヤレスイヤホン） 30 0.40 0.50 0.00 0.00 1.00 

 同（破損モバイルバッテリー**） 30 0.47 0.51 0.00 0.00 1.00 

 同（破損スマートフォン**） 30 0.27 0.45 0.00 0.00 1.00 

定日回収の有無（いずれかの品目） 30 0.60 0.50 0.00 1.00 1.00 

拠点回収の有無（いずれかの品目） 30 0.77 0.43 0.00 1.00 1.00 

JBRC 回収ボックス数（/万人） 30 0.62 0.40 0.14 0.49 2.34 

周知・啓発（排出区分） 30 0.90 0.31 0.00 1.00 1.00 

 同（JBRC） 30 0.70 0.47 0.00 1.00 1.00 

 同（取り外し） 30 0.20 0.41 0.00 0.00 1.00 

 同（危険性） 30 0.87 0.35 0.00 1.00 1.00 

広報媒体数 30 3.30 1.49 0.00 1.00 7.00 

【説明変数】（地域変数）       

過去の火災の有無 30 0.77 0.43 0.00 1.00 1.00 

不燃ごみ排出量（kg/人） 30 8.06 4.02 2.85 6.67 18.08 

資源ごみ排出量（kg/人） 30 29.58 13.29 7.11 28.38 51.95 

分別数 30 12.97 4.70 4.00 13.00 23.00 

収集頻度（不燃ごみ） 30 1.93 0.98 0.00 2.00 4.00 

同（容プラ） 30 2.70 1.95 0.00 4.00 5.00 

同（小型家電） 30 0.15 0.51 0.00 0.00 2.00 

手数料（不燃ごみ） 30 0.53 0.51 0.00 1.00 1.00 

同（容プラ） 30 0.03 0.18 0.00 0.00 1.00 

同（小型家電） 30 0.07 0.25 0.00 0.00 1.00 

所得（百万円／人） 30 1.49 0.18 1.11 1.49 1.95 

平均世帯人員 30 2.22 0.13 1.90 2.22 2.43 

男女比率（％） 30 92.93 3.35 87.02 93.34 101.46 

人口密度（千人/㎢） 30 1.52 1.77 0.19 0.09 7.67 

昼夜間人口比率（％） 30 101.60 4.15 90.30 102.25 109.30 

若年人口比率（％） 30 15.27 1.76 12.82 15.14 20.61 

購入頻度（携帯電話機） 30 0.11 0.03 0.06 0.11 0.19 

 同（理美容用電気器具） 30 0.41 0.06 0.34 0.40 0.58 

 同（電気掃除機） 30 0.10 0.02 0.06 0.10 0.14 

消費支出割合（たばこ） 30 0.54 0.16 0.24 0.52 0.78 

（注）1 各変数は、分布及び用途に応じ、分析時には対数をとったものがある。また、後述の Ridge 回帰

においては、説明変数は標準化を行った。 

2 定日回収については、特に断りがない限り、危険ごみ等の区分による回収のみを指すが、電気か

みそり及びコードレス掃除機に関しては、不燃ごみによる定日回収についても別途変数を作成した。 

3 収集頻度については、収集回数が「不定期」の市町村については、便宜 0.5 回/月とした。 

4 * は電池を取り外せない製品（以下同じ）、** は電池が破損・膨張している製品（以下同じ）で

ある。 

5 購入頻度（関連品目計）は、携帯電話機、理美容用電気器具及び電気掃除機の合計である。 
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  リチウムイオン電池等及びその使用製品の定日回収の効果について、モデル式を用 

いた先行研究は見当たらないが、資源ごみ全体に与える施策効果に関しては、その排

出量を政策要因（分別数、収集方式、有料化の有無等）及び地域要因（人口指標等）

によって説明するモデル式を構築し、資源ごみの収集方式を「各戸方式」や「ステー

ション方式」（本分析における「定日回収」におおむね相当）にすることによって、

その回収効果が期待できるとした分析がある（中村・川瀬(2011)）。 

本分析においても、当該先行研究も踏まえ、各種の人口指標の他、不燃ごみ、資源ご

み及び小型家電それぞれについて、各戸又はステーション回収の有無（頻度を加味）

を表す変数を説明変数に取り込んだ。平均値の単純比較(1)で考察した、各市における

「不燃ごみ」や「プラスチックごみ」の範囲の違いについては、統一は困難であるが、

説明変数に「分別数」を加えることによって、一定程度コントロールされるもの 9と仮

定した。 

また、これらの政策要因や地域要因で説明しきれない、個々の市における不燃ごみ

及び資源ごみの多寡の影響を取り入れるため、これらの排出量そのものを説明変数と

して組み込む 10モデルも検討した。 

先行研究になく当分析で独自に加えた説明変数は、「定日回収の有無」の他、「拠点

回収の有無」、「JBRC 回収ボックス数」、「周知・啓発」、「過去の火災の有無」、「購入頻

度」等である。ここで単に定日回収という場合は、危険ごみ等の区分による回収を指

し、不燃ごみ区分による回収は含んでいないが、不燃ごみ区分で回収している市の中

には、他のごみとは別の袋に入れて排出するよう周知し、分別回収を行っている市も

あることから、一部のモデルでは不燃ごみによる回収についても変数に加えた。「過去

の火災の有無」は、過去の火災の経験が回収時の対策（例えば、ごみ収集を行う職員が

袋を開いて電池等を除去する等）に生かされ、ひいては混入量への影響が考えられる
11ことを踏まえて追加したものである。「購入頻度」及び「消費支出割合」12は、本分析

の対象が、不燃ごみや資源ごみ一般ではなく、リチウムイオン電池等及びその使用製

品という一定のカテゴリに属するごみの排出量であることを踏まえ、各市におけるこ

れらの消費志向の要因を取り込むために用いることとしたものである。 

 

  

 
9  分別数が多い市ほど、「不燃ごみ」や「プラスチックごみ」に相当するごみの範囲が小さくなることが

想定される。なお、全国市町村における分別数は右に裾が長い分布となっており、分別数は 11 を超える

と効果が薄れるとする先行研究（笹尾(2000)）があることも踏まえ、本分析においては対数値を用いた。 
10  不燃ごみ等の排出量は、被説明変数であるリチウムイオン電池等及びその使用製品の排出量との同時

決定性（内生性）の問題が議論となり得るが、ここで用いる不燃ごみ等排出量は令和５年度の数値であ

り、そうした影響は軽微と想定した。 
11  「リチウムイオン電池等及びその使用製品の排出量が多い傾向のある市区町村ほど火災が発生しやす

い」と考えれば、内生性の問題が議論となりうるが、「過去の火災の有無」は令和５年度の結果であり、

そうした影響は軽微と想定した。 
12  リチウムイオン電池及びその使用製品は無数にあるため、その消費志向を表す変数の作成は容易では

ないが、ここでは組成分析調査によって多くの混入が認められた、リチウムイオン電池等（最多が掃除機

のバッテリーと見られる）、モバイルバッテリー（主な充電用途として携帯電話が考えられる）、電気かみ

そり、コードレス掃除機、及び加熱式たばこの消費志向を反映するものとして、家計調査（総務省）によ

る「携帯電話機」、「理美容電気器具」、「電気掃除機」及び「たばこ」のデータ（非耐久財である「たばこ」

は消費割合、その他（耐久財）は購入頻度。それぞれ３年間の平均値）を用いた。なお、廃棄物の発生量

推計の要因として家計消費要因を考慮した分析として、田畑・中谷・林・藤田(2024)がある。 
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（品目全体：通常の最小二乗法） 

まず、基本的な各変数間の関係を大まかに把握するため、リチウムイオン電池等及

びその使用製品全体の混入量を被説明変数 13とし、通常の最小二乗法による重回帰分

析を行った推定結果は表 3-5 のとおりである。 

 

  

 
13  図 1-5 で示したとおり、リチウム製品の排出量は右に裾が長い分布となっていることから、被説明変

数を対数変換（併せて説明変数中の不燃ごみ/資源ごみ排出量も対数変換）する方法が標準的とも考えら

れたが、対数変換しても説明力が上がらなかったこと、後述の品目ごとのモデルにおいては排出ゼロの市

があるため対数変換が不可能（微小の平行移動によりそれを回避する方法やより高度な変換方法もある

が加工度が高くなり係数の解釈も困難となる）ことから、ここではそうした変換は行わないこととした。 
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表 3-5 重回帰分析結果（被説明変数：混入量（合計）g/人）＜不燃ごみ＞ 

 予想 

される 

符号 

OLS（通常の最小二乗法） 

① ② ③ ④ 

定日回収の有無（いずれかの品目） － -11.83  0.23  

拠点回収の有無（いずれかの品目） － 10.23 8.27 -0.78 -4.16 

JBRC 回収ボックス数（/万人） － -12.75 -27.37 21.43 41.75 

      

定日回収の有無（リチウムイオン電池等） －  1.53  79.70 

 同（モバイルバッテリー） －  5.02  -18.92 

 同（電気かみそり） －  44.61  37.24 

 同（コードレス掃除機） －  6.57  -8.27 

 同（加熱式たばこ） －  -10.61  23.99 

 同（ワイヤレスイヤホン） －  -32.16  -47.44 

 同（破損モバイルバッテリー） －  -8.49  -46.98 

 同（破損スマートフォン） －  -21.54  -16.41 

      

過去の火災の有無 － -3.15 2.33 -40.27 -36.10 

      

不燃ごみ排出量（kg/人） ＋ 0.32 0.54   

資源ごみ排出量（kg/人） － -0.35 -0.49   

      

分別数［対数］ －   -47.34 -50.41 

収集頻度（不燃ごみ） ＋   -0.53 -12.28 

同（容プラ） －   -5.02 -9.96 

同（小型家電） －   57.95 -37.87 

手数料（不燃ごみ） －   13.03 1.97 

同（容プラ） ＋   3.76 9.64 

同（小型家電） ＋   -150.94 -4.10 

      

所得（百万円/人）［対数］ ＋   -3.15 -56.68 

平均世帯人員 －   7.73 103.77 

男女比率（％） －   2.25 2.06 

人口密度（千人/㎢）［対数］ ＋   2.01 14.50 

昼夜間人口比率（％） ＋   1.20 3.11 

若年人口比率（％） ＋   -1.66 -2.28 

購入頻度（関連品目計）（％） ＋ 18.02 21.83 114.00 121.25 

観測数  30 30 30 30 

R2（決定係数）  0.274 0.364 0.729 0.884 

R2adj.（自由度修正済決定係数）  0.043 -0.229 0.286 0.157 

RMSE（二乗平均平方根誤差）  17.14 16.04 10.47 6.86 

Prob > F  0.35 0.82 0.20 0.48 

（注）1 定数項は掲載省略。予想される符号は、先行研究（中村・川瀬・宮下(2007)、中村・川瀬(2021)）

も加味したものであり、推定値の網掛けは予想とは逆符号となったものである。 

2 購入頻度（関連品目計）は、携帯電話機、電気かみそり、電気掃除機の購入頻度の合計である。 

3 各係数の標準誤差やｔ値等の指標は掲載を省略した（多くの係数は 10％水準でも統計的に有意で

はない）。 
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最も単純なモデル①をみると、「定日回収の有無」の係数は負となり、いずれかの品

目について定日回収を行っている市ほど混入量が少ない傾向が示された。他方で、「拠

点回収あり」の係数は正となり、拠点回収によって排出が少なくなっているといえな

い。JBRC 回収ボックス数については、人口当たりの数が多いほど混入量が少ない傾向

が示された。 

品目別の定日回収の有無を変数に入れたモデル②をみると、多くの品目に係る係数

が予想に反して正となった。 

①及び②における「不燃ごみ/資源ごみの排出量」の代わりに各市の政策要因・地域

要因を組み入れたモデル③及び④をみると、それぞれ①及び②に比べてモデルの説明

力は高いものの、多くの係数が、予想に反した符号となった。また、不自然に絶対値が

大きくなっている係数や、モデルが変わると係数が大きく変わる変数も多くみられた。 

これらを総合すると、サンプルサイズ（30 市）の制約により、定日回収等の効果を

探るために関連する変数を追加しても、多重共線性 14により係数が不安定となり、ま

た過剰適合（当該 30 市のみによく当てはまる係数が推定され、その他の市町村にあま

り通用しないモデル）となっている可能性が高いと考えられる。 

したがって、通常の最小二乗法によって定日回収等の効果を探るのは困難である 15。 

 

（品目全体：Ridge 回帰） 

次に、機械学習においてよく用いられる手法の一つであり、多重共線性の問題に強

く過剰適合の抑制が期待できる Ridge 回帰 16による分析を行った（表 3-6）。 

 
14  ある品目で定日回収を行っている市は別の品目でも行っている傾向がある等、説明変数間に強い相関

があること。例えば、モデル④における定日回収（各品目）の VIF（Variance Inflation Factor：分散

拡大要因）は順に 95.2、130.2、80.8、17.3、13.9、53.1 となっており（一般に 10 を超えると多重共線

性があるとされる）、強い多重共線性が発生している。 
15  重回帰分析においては、統計的に有意な変数を見出したりモデルの説明力を高めたりするために、変

数選択を行う方法（AIC（赤池情報量基準）等を用いたステップワイズ法、Lasso 回帰（正則化項を絶対

値和としたもの）、Elastic Net 回帰（Lasso 回帰と Ridge 回帰の線形和）などが知られている）がある。

ここでも変数選択により定日回収のうち有意な変数を見出す可能性も検討したが、上記のどの方法につ

いても有効性は見出せなかった）。 

16  通常の最小二乗法（OLS：Ordinary Least Squares）では ∑ �𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝛽𝛽0 − ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖
(𝑗𝑗)

𝑗𝑗 �
2

𝑖𝑖  を最小化する係数を

求めるのに対し、Ridge 回帰では ∑ �𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝛽𝛽0 − ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖
(𝑗𝑗)

𝑗𝑗 �
2

+ 𝜆𝜆∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗2𝑗𝑗𝑖𝑖  を最小化する係数を求める。推定に当

たっては、説明変数を標準化（平均を 0、標準偏差を 1 とする）し、偏回帰係数の推定値は元のスケール 

に変換する。パラメータλは、交差検証（サンプルを学習用データとテスト用データに分割し、学習用

データで推定したモデルをテスト用データで検証）により選定する。第二項（正則化項）及び交差検証

によって、過剰適合を抑制し、調査対象市以外への適合性を高める効果が期待できる。 
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表 3-6 重回帰分析結果（被説明変数：混入量（合計）g/人）＜不燃ごみ＞ 

 予想 

される 

符号 

Ridge 回帰 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

定日回収の有無（いずれかの品目） － -1.49  -1.13  -1.32  

拠点回収の有無（いずれかの品目） － 1.01 0.25 0.83 0.41 0.95 0.31 

JBRC 回収ボックス数（/万人） － -1.24 -0.31 -0.78 -0.44 -1.00 -0.36 

        

定日回収の有無（リチウムイオン電池等） －  -0.20  -0.28  -0.23 

 同（モバイルバッテリー） －  -0.23  -0.34  -0.27 

 同（電気かみそり） －  -0.16  -0.21  -0.18 

 同（コードレス掃除機） －  -0.19  -0.26  -0.21 

 同（加熱式たばこ） －  -0.22  -0.33  -0.25 

 同（ワイヤレスイヤホン） －  -0.20  -0.27  -0.22 

 同（破損モバイルバッテリー） －  -0.21  -0.30  -0.24 

 同（破損スマートフォン） －  -0.24  -0.34  -0.27 

        

周知・啓発（排出区分） －     0.68 0.21 

 同（JBRC） －     -1.13 -0.36 

 同（取り外し） －     -0.16 -0.05 

 同（危険性） －     0.45 0.14 

広報媒体数 －     -0.32 -0.11 

        

過去の火災の有無 － -0.66 -0.17 -0.52 -0.26 -0.65 -0.20 

        

不燃ごみ排出量（kg/人） ＋ 0.03 0.01   0.03 0.01 

資源ごみ排出量（kg/人） － -0.03 -0.01   -0.03 -0.01 

        

分別数［対数］ －   -1.77 -0.90 -2.08 -0.70 

収集頻度（不燃ごみ） ＋   -0.08 -0.04   

同（容プラ） －   -0.26 -0.13   

同（小型家電） －   0.19 0.12   

手数料（不燃ごみ） －   0.85 0.45   

同（容プラ） ＋   -0.28 -0.14   

同（小型家電） ＋   0.44 0.27   

        

所得（百万円/人）［対数］ ＋   0.00 0.02 -0.10 -0.00 

平均世帯人員 －   -3.62 -1.77 -4.26 -1.38 

男女比率（％） －   -0.05 -0.03 -0.06 -0.02 

人口密度（千人/㎢）［対数］ ＋   0.51 0.27 0.63 0.22 

昼夜間人口比率（％） ＋   0.11 0.06 0.13 0.04 

若年人口比率（％） ＋   0.15 0.08 0.19 0.06 

購入頻度（関連品目計）（％） ＋ 2.14 0.53 1.92 0.91 2.00 0.65 

観測数  30 30 30 30 30 30 

R2（決定係数）  0.27 0.15 0.47 0.36 0.61 0.42 

RMSE（二乗平均平方根誤差）  19.53 19.87 18.61 19.20 18.30 19.39 

（注）1 推定値の網掛けは予想される符号と逆になったものである。 

2 統計分析環境 R のパッケージ「glmnet」による推定である。パラメータλは、5 分割の交差 

検証により MSE（平：均二乗誤差）が最小となるパラメータを採用した。Ridge はモデルの 

予測精度に重点を置いているため、各回帰係数の有意性検定は行っていない。 
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最も単純な Ridge モデル①においては、「定日回収あり」の係数は負となり、いずれ

かの品目で定日回収を行う市ほど混入量が少なくなる傾向が示された。他方で「拠点

回収あり」については（モデル②～⑥においても同様に）係数が負となっておらず、拠

点回収によって排出が少なくなっているとはいえない。 

品目別の定日回収の有無を変数に入れたモデル②によると、通常の最小二乗法の結

果とは異なり、これらの係数は全て負となり、品目ベースでも定日回収を行う市ほど

混入量が少なくなる傾向が示された。 

「不燃ごみ/資源ごみ排出量」の代わりに政策要因・地域要因を組み入れたモデル③

及び④では、収集頻度や手数料に関する変数の多くは予想と逆符号となったが、その

他についてはおおむね予想どおりの符号が得られた。収集頻度や手数料に関する変数

を除き「不燃ごみ/資源ごみ排出量」及び「周知・啓発」等を追加したモデル⑤及び⑥

では、適切な排出区分や危険性（発煙・発火等）の周知・啓発については期待した符号

が得られなかったが、他の係数についてはおおむね予想どおりの符号となった。 

「JBRC 回収ボックス数」の係数は全モデルで負となり、その効果が示唆された。 

 

これら Ridge モデル全体の安定性（変数選択を変えた場合の係数の変化の度合い）

をみても、通常の最小二乗法①～④に比べて良好であり、Ridge 回帰の一定の有効性が

示唆された。また、分析に用いている各市の組成分析調査のデータは、年間回収量の

算出などにおいて大きな推計が入っているものであり、そのことによる分析上の制約

も想定されたが、これらの Ridge 回帰において、一部を除きおおむね期待どおりの符

号が得られたことから、後続の分析においてもデータの一定の有用性が予想される。 

 

なお、通常の最小二乗法と Ridge 回帰の適合状況を図示したものが図 3-5 である。

通常の最小二乗法では、回帰直線が値の大きい 1 点に強く引っ張られているが、Ridge

回帰では、この過剰適合が抑制されていることが分かる。 

 

図 3-5 回帰分析による予測値の適合状況 

 
（注）左図は OLS④、右図は Ridge④の回帰直線（両モデルの説明変数は共通）である。 
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（各品目：Ridge 回帰） 

次に、各品目の混入量を被説明変数として、Ridge 回帰を行った。 

説明変数は品目全体の Ridge 回帰とほぼ同様であるが、政策要因・地域要因に係

る変数については、品目によってはその影響が変わり得る（例えば、加熱式たばこ

は、若年人口比率が小さいほど排出が多い可能性がある）ことも踏まえ、 

・ 個々の政策要因・地域要因の変数を用いたパターン（表 3-7）と、 

・  そのうち、前述（表 3-6）の分析においてあまり予想される符号が得られなかっ

た、拠点回収、収集頻度及び手数料に係る変数を除き、「不燃ごみ/資源ごみの排出

量」及び「周知・啓発」（うち前述の分析で予想される符号が得られたもの）等を

加えたパターン（表 3-8） 

を推定した。 

 

定日回収（リチウムイオン電池等）及び「JBRC 回収ボックス数」は、リチウムイ

オン電池等及びモバイルバッテリーのみならず、電池の取り外しが可能な製品の（電

池が入った状態での）排出への影響を見る観点から、これらの品目の説明変数とし

ても加えた。消費志向に係る変数としては、品目ごとにその混入量に影響を及ぼす

ことが想定される購入頻度又は消費支出割合を用いた 17。 

 

 

  

 
17  リチウムイオン電池等については、組成分析調査において含まれていた当該リチウムイオン電池等の

使用製品（後述）のうち、家計調査において対応品目がある電気掃除機及び携帯電話機の購入頻度の合

計を用いた。加熱式たばこについては、たばこの消費支出割合を用いた。ワイヤレスイヤホンは家計調

査において消費志向を反映する適切な品目が見当たらないことから、当該変数は使用していない。 
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表 3-7 重回帰分析結果（被説明変数：各品目の混入量 g/人）＜不燃ごみ＞ 

 予想 

される 

符号 

Ridge 回帰 

リチウム

イオン電

池等 

モバイ

ルバッ

テリー 

電気か

みそり 

コード

レス掃

除機 

加熱式

たばこ 

ワイヤ

レスイ

ヤホン 

定日回収の有無（リチウムイオン電池等） － -0.33  0.05 -0.16 -0.00  

 同（モバイルバッテリー） －  -0.19     

 同（電気かみそり） －   0.07    

同（電気かみそり・不燃）    -0.13    

 同（コードレス掃除機） －    -0.14   

 同（コードレス掃除機・不燃）     -0.07   

 同（加熱式たばこ） －     -0.02  

 同（ワイヤレスイヤホン） －      -0.01 

拠点回収の有無（いずれかの品目） － 0.19 0.19 0.11 0.13 0.05 0.02 

JBRC 回収ボックス数（/万人） － -0.21 -0.10 -0.06 -0.23 -0.01  

        

過去の火災の有無 － 0.23 -0.11 -0.09 -0.23 -0.03 0.00 

        

分別数［対数］ － -1.11 -0.17 -0.01 -0.37 -0.06 -0.05 

収集頻度（不燃ごみ） ＋ -0.17 -0.06 0.02 0.02 0.00 -0.01 

同（容プラ） － -0.11 -0.02 -0.00 -0.07 -0.01 -0.01 

同（小型家電） － -0.13 -0.01 0.05 0.10 -0.00 -0.01 

手数料（不燃ごみ） － 0.31 0.18 0.02 0.17 0.03 0.01 

同（容プラ） ＋ -0.05 -0.05 0.06 -0.17 0.04 0.01 

同（小型家電） ＋ -0.23 -0.02 0.09 0.22 0.01 -0.01 

        

所得（百万円/人）［対数］ ＋ 1.11 0.30 -0.11 -0.16 0.03 0.03 

平均世帯人員 － -3.60 -0.18 0.08 -0.60 -0.10 -0.11 

男女比率（％） － -0.05 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 

人口密度（千人/㎢）［対数］ ＋ 0.29 0.05 -0.01 0.14 0.00 0.01 

昼夜間人口比率（％） ＋ 0.08 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 

若年人口比率（％） ＋ -0.01 0.01 0.01 0.06 -0.00 -0.00 

購入頻度（関連品目）（％） ＋ 5.01      

 同（携帯電話機） ＋  4.46     

同（理美容用電気器具） ＋   0.05    

同（電気掃除機） ＋    -0.44   

消費支出割合（たばこ） ＋     0.05  

観測数  30 30 30 30 30 30 

R2（決定係数）  0.53 0.37 0.52 0.46 0.29 0.40 

RMSE（二乗平均平方根誤差）  6.16 1.09 0.83 5.01 0.49 0.21 

（注）1 予想される符号は全品目の混入量を被説明変数とした場合のもの（表 3-6 と同一）であり、推定

値の網掛けは当該符号と逆になったものである。ただし、加熱式たばこの「若年人口比率」のよう

に、当該品目に対する回帰係数としては符号が合理的と考えられるものがある。 

2 統計分析環境 R のパッケージ「glmnet」による推定である。パラメータλは原則、5 分割の交差

検証により MSE（平均二乗誤差）を最小化する値。ただし、その方法によると多くの係数がほぼゼ

ロとなり有益な情報が得られない場合は elbow 法（MSE の減少が緩やかとなる点）により選定した。 

3 Ridge 回帰は予測精度に重点を置くモデルであり、各回帰係数の有意性検定は行っていない。 

4 購入頻度（関連品目）は、携帯電話機及び電気掃除機の購入頻度の合計である。 
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表 3-8 重回帰分析結果（被説明変数：各品目の混入量 g/人）＜不燃ごみ＞ 

 予想 

される 

符号 

Ridge 回帰 

リチウム

イオン電

池等 

モバイ

ルバッ

テリー 

電気か

みそり 

コード

レス掃

除機 

加熱式

たばこ 

ワイヤ

レスイ

ヤホン 

定日回収の有無（リチウムイオン電池等） － -0.39  0.18 -0.13 -0.01  

 同（モバイルバッテリー） －  -0.08     

 同（電気かみそり） －   0.24    

同（電気かみそり・不燃）    -0.59    

 同（コードレス掃除機） －    -0.12   

 同（コードレス掃除機・不燃）     -0.04   

 同（加熱式たばこ） －     -0.01  

 同（ワイヤレスイヤホン） －      -0.01 

JBRC 回収ボックス数（/万人） － -0.27 -0.06 -0.32 -0.21 -0.02  

        

周知・啓発（JBRC） － -0.66 -0.05 -0.30 -0.12 -0.05  

 同（JBRC）× 定日回収 L － -0.22  -0.21 -0.14 -0.01  

 同（JBRC）× 定日回収 M －  -0.10     

 同（取り外し） －   0.25 0.01 -0.01  

広報媒体数 － -0.18 -0.01 0.03 -0.06 -0.01 -0.01 

        

過去の火災の有無 － 0.28 -0.03 -0.47 -0.20 -0.03 0.00 

        

不燃ごみ排出量（kg/人） ＋ 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 

資源ごみ排出量（kg/人） － -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

        

分別数［対数］ － -1.28 -0.08 -0.17 -0.31 -0.06 -0.05 

        

所得（百万円/人）［対数］ ＋ 1.41 0.17 -0.51 -0.14 0.03 0.04 

平均世帯人員 － -4.24 -0.14 -0.02 -0.49 -0.10 -0.12 

男女比率（％） － -0.06 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

人口密度（千人/㎢）［対数］ ＋ 0.34 0.03 -0.03 0.12 0.01 0.01 

昼夜間人口比率（％） ＋ 0.10 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 

若年人口比率（％） ＋ -0.00 0.00 0.07 0.05 -0.00 -0.00 

購入頻度（関連品目）（％） ＋ 5.77      

 同（携帯電話機） ＋  1.92     

同（理美容用電気器具） ＋   1.62    

同（電気掃除機） ＋    -0.55   

消費支出割合（たばこ） ＋     0.07  

観測数  30 30 30 30 30 30 

R2（決定係数）  0.64 0.35 0.65 0.51 0.34 0.47 

RMSE（二乗平均平方根誤差）  5.90 1.18 0.61 5.09 0.49 0.21 

（注）1 予想される符号は全品目の混入量を被説明変数とした場合のもの（表 3-6 と同一）であり、推定

値の網掛けは当該符号と逆になったものである。ただし、加熱式たばこの「若年人口比率」のよう

に、当該品目に対する回帰係数としては符号が合理的と考えられるものがある。 

2 統計分析環境 R のパッケージ「glmnet」による推定である。パラメータλは原則、5 分割の交差

検証により MSE（平均二乗誤差）を最小化する値。ただし、その方法によると多くの係数がほぼゼ

ロとなり有益な情報が得られない場合は elbow 法（MSE の減少が緩やかとなる点）により選定した。 

3 Ridge 回帰は予測精度に重点を置くモデルであり、各回帰係数の有意性検定は行っていない。 

4 定日回収 L、定日回収 M は、それぞれ定日回収の有無（リチウムイオン電池等）、同（モバイルバ

ッテリー）を略記したものである。 

5 購入頻度（関連品目）は、携帯電話機及び電気掃除機の購入頻度の合計である。 
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表 3-7 及び 3-8 によると、電気かみそりを除く品目において、定日回収の係数がマ

イナスとなり、これら品目の定日回収の効果が示唆された。 

また、リチウムイオン電池等の回収は、電池単体のみならず、コードレス掃除機 18

の排出時における電池の取り外し促進を通じて、電池が入った状態での製品の混入を

抑制する効果が示唆された。 

周知・啓発については、「リチウム蓄電池等の排出事業者（JBRC の回収の利用案内等）

に関する内容」の周知・啓発による各品目（電池単体のみならず電池の入った製品も

含む）の混入抑制効果が示唆された。定日回収の有無との交差項の係数をみると、定

日回収を行っていない市はもとより、行っている市においても、JBRC の回数の利用案

内等を併せて行うことで、より混入の抑制が見込める可能性が示唆された。「リチウム

蓄電池の製品からの適切な取り外し方や取り外しに関連する留意点」の周知・啓発に

ついては、電気かみそり及びコードレス掃除機の混入減少効果は確認できなかった。

広報媒体数はおおむね、多いほど各製品の混入が抑制される傾向が示唆された。 

地域変数のうち、不燃ごみ等の収集頻度及び手数料等については、品目全体の分析

と同様に、予想と逆符号となった品目が多かった。その他の地域要因に係る変数につ

いては、電気かみそりのモデルを除き、おおむね予想どおりの符号が得られた。 

 

（まとめ：Ridge 回帰） 

以上の Ridge 回帰の結果を総合すると、電気かみそりを除く品目において、モデル

によらず安定的に定日回収にかかる係数の符号が負となり、定日回収による混入抑制

効果がうかがえた。特にリチウムイオン電池等に関しては、その定日回収により、電

池単体のみならず電池の入った状態の製品の混入も抑制できる可能性が示唆された。 

表 3-8 のモデルにおける、各品目の定日回収に係る回帰係数を再掲すると表 3-9 の

とおりである。なお、Ridge 回帰は各回帰係数そのものの精度よりもモデルの予測に重

点を置くモデルであり、係数の符号による大まかな傾向把握は可能であるものの、係

数の値には偏りがあることが知られている 19ため、（通常の最小二乗法のように、）当

該係数によって定日回収の定量的な効果を把握することには課題がある。 

 

表 3-9 Ridge 回帰モデル（表 3-8）における各品目の定日回収に係る回帰係数 

定日回収の品目 当該品目の混入量 

に関する回帰係数 

他品目の混入量 

に関する回帰係数 

リチウムイオン電池等 ▲0.39 電気かみそり ＋0.18 

コードレス掃除機▲0.13 

加熱式たばこ ▲0.01 

モバイルバッテリー ▲0.08 － 

電気かみそり ＋0.24 － 

コードレス掃除機 ▲0.12 － 

加熱式たばこ ▲0.01 － 

ワイヤレスイヤホン ▲0.01 － 

  

 
18  加熱式たばこのモデルの係数も負であるが、値の大きさは僅少。 
19  Ridge 回帰では、各回帰係数はゼロ方向に縮小される傾向があることが知られている。 
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定日回収のほか、JBRC 回収ボックス数についても、その増加による混入抑制効果が

うかがえたが、市区町村による拠点回収については、その効果は定量的に確認できな

かった。 

周知・啓発については、JBRC の回収の利用案内等に関する内容の周知・啓発は、既

に定日回収を行っている場合でも、混入抑制が示唆された。リチウムイオン電池等の

適切な排出区分、取り外し方及び危険性に関する内容に関しては、混入抑制効果を直

接確認することはできなかった。 

 

(3) マッチング法 

重回帰分析による定日回収等の効果分析(2)は、当該回帰モデルが正確であること

を前提にしており、モデルが誤設定の場合には推定結果の信頼性に課題が残る。 

そこで、回帰モデルの仮定が不要であり、混入量に影響を与える変数を考慮する

別の方法として「マッチング法」によって、定日回収の効果の算出を試みた。 

具体的には、「不燃ごみ」区分の市 20について、当該市の特性を表す変数群を用い

て、当該変数群（共変量）の値が近い市同士を比較する方法 21により、定日回収の

効果 22を推定した。共変量としては、混入量及び定日回収の有無に影響を与える政

策要因及び地域要因のうち、重回帰分析(2)の結果を踏まえて有効と考えられる変数

を用いた 23。 

マッチング後のサンプルにおける共変量の近さ（マッチング前と比較した変化）

と、定日回収の影響の推定結果は、図 3-6 及び表 3-10 のとおりである。 

 

  

 
20  プラスチック区分の市（8 市）については、定日回収を行っている市が僅少（例えばリチウムイオン電  

池等の定日回収を行っている市は１市）であるため、当該分析は行っていない。 
21  マッチング法には様々な方法があるが、ここでは最も簡素な方法の一つである「最近傍法」（定日回収

をしている市について、最も類似している定日回収をしていない市をマッチングし、マッチングできたペ

アの差の平均をとる方法）を用いた。限られたサンプルの中で可能な限り多くのペアを得る観点から、復

元あり（一度ペアとして選ばれた市の再選定を許す）とした。また類似（共変量の近さ）の指標としては、

データの分布を考慮した「マハラノビス距離」を用いた。ここでマハラノビス距離は、各共変量の値を要

素とするベクトル �⃗�𝑥, �⃗�𝑦 について、�(�⃗�𝑥 − �⃗�𝑦)𝑇𝑇Σ−1(�⃗�𝑥 − �⃗�𝑦) （Σは各変数間の分散・共分散の値を要素とする

分散共分散行列）で与えられる。 
22  ここでいう定日回収の効果としては、定日回収をしている市における平均効果（ATT: Average 

Treatment Effect on Treated）を推定している。 
23  マッチングや後述の傾向スコア解析において、共変量は一般に、目的変数（ここでは排出量）への予測 

力が高い変数や、処置の有無（ここでは定日回収の有無）で分布が異なる変数をなるべく多く選択（ただ

し処置の影響を受けている変数を除く）することが重要とされる（例えば星野(2009)、岩崎(2015)）こと

を踏まえつつ、サンプルサイズの制約も考慮し、一部の変数（Ridge 回帰で期待した符号が得られなかっ

た拠点回収、不燃ごみ等の収集頻度及び手数料に係る変数、処置の影響を受けていると考えられる周知・

啓発の変数等）を除いて幅広く取り入れた。なお、後述の DR 推計では、可能な限り多くの変数を取り入

れた。 
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図 3-6 マッチング法による共変量の分布の調整状況 

 

 

（注）統計分析環境 R のパッケージ「cobalt」を利用した。「調整前」は全サンプル、「調整後」はマッチン

グに残ったサンプルにおいて各共変量の標準化平均差（絶対値）を見たものである。ゼロに近いほど、

共変量のバランスが取れていることを表す。共変量のバランスの水準について、ここでは、標準化平

均差 0.25（Stuart(2010)）を目安として図示（点線表示）したが、より厳しく 0.1 を推奨する文献

（Austin(2011)）もある。 
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表 3-10 マッチング法による定日回収の効果の試算＜不燃ごみ＞ 

定日回収の品目 マッチできた 

市の数 

当該品目の 

混入量への影響 

他品目の 

混入量への影響 

 定日回収 

あり 

定日回収 

なし 

推定値 

g/人 

ｐ値 推定値 

g/人 

ｐ値 

リチウムイオン電池等 14 5 ▲0.18 0.06 電気かみそり ＋0.57 

コードレス掃除機＋0.82 

加熱式たばこ ▲0.01 

－ 

－ 

0.46 

モバイルバッテリー 15 6 ▲0.05 0.45 － － 

電気かみそり 11 5 ＋0.70 － － － 

コードレス掃除機  9 6 ▲1.45 0.12 － － 

加熱式たばこ 14 5 ＋0.05 － － － 

ワイヤレスイヤホン 12 6 ▲0.08 0.15 － － 

（注） 統計分析環境 R のパッケージ「MatchIt」を利用した。マハラノビス距離に基づく最近傍マッチン

グ（復元あり）による。推定値は定日回収をしている市における平均効果（ATT）。ｐ値は片側検定に

よる。 

 

マッチング法は、類似している市同士を比較するものであり、簡明な方法であるが、

マッチングによる共変量の調整状況（図 3-6）をみると、マッチング後も十分に共変量

が調整されていない（すなわち十分に類似していない市同士の比較となってしまって

いる）ことが分かる。したがって、このマッチングによる推定値には一定の偏りが想

定される。 

その前提の下で、マッチングにより推定された定日回収の効果（表 3-10）をみると、

一定程度の定日回収の効果が示唆されるが、逆符号に推定された品目もある。また、

実際にマッチングできたサンプルは小さいため、推定値はかなりの幅を持ってみる必

要がある。 

以上を総合すると、マッチングによる定日回収の効果の把握 24は、課題が多い。 

 

  

 
24  マハラノビス距離によるマッチングのほか、後述する傾向スコアを用いたマッチングも試みたが、同

様に、共変量の分布がうまく調整されないこと及びマッチングされたサンプルが限定的なことから、確度

の高い推定結果は得られなかった。 
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(4) 逆確率重み付け法（IPW 法） 

(3)において共変量の分布が十分に調整されなかったことを踏まえ、傾向スコア 25

による逆確率重み付け（IPW：Inverse Probability Weighting）法による定日回収

の効果の推定を試みた。 

すなわち、定日回収を実施していない市のうち、定日回収している市に類似する

市は割り増し、類似しない市は割り引くような重みをつけることで、定日回収をし

ている市・していない市の特徴をそろえ、効果を推定した 26。 

マッチングではマッチングが成立しなかった市のデータは使用しないのに対し、

逆確率重み付け法では、全ての市のデータが使えるメリットがある。 

(3)と同様の共変量を用いた傾向スコアの推定精度に関する指標は表 3-11、IPW 法

による共変量の調整状況は図 3-7 のとおりである。また、推定結果は表 3-12 のとお

りである。 

 

表 3-11 各品目の定日回収に係る傾向スコア推定モデルの適合状況 

 C 統計量 疑似決定係数 

リチウムイオン電池等 0.88 0.47 

モバイルバッテリー 0.84 0.34 

電気かみそり 0.96 0.59 

コードレス掃除機 0.96 0.60 

加熱式たばこ 0.85 0.31 

ワイヤレスイヤホン 0.91 0.50 

（注）1 ｃ統計量は医学系の研究では 0.8 以上がスタンダードとされているが、0.67 程度であ

っても、従属変数に関連の強い共変量を選択すれば、十分偏りのない調整が可能な場合

があるともされている（星野・岡田(2006)）。 

2 疑似決定係数は MacFadden のもの。通常の回帰分析の決定係数に相当する。 

3 従来傾向スコアはデータに対する説明力が一定を超えることが重要であると解釈さ

れていたが、近年では共変量のバランスが取れているかが重要との見解が一般となって

いる（星野(2009）、岩崎(2015)、Stuart(2010)など）。 

 

  

 
25  各市が共変量の下で定日回収を行う確率。各品目について定日回収を行っているか否かを被説明変数

（処置変数）、排出量（及び定日回収の有無）に影響を与える変数群を説明変数（共変量）とするロジス

ティック回帰モデル log {𝑒𝑒𝑖𝑖/ (1 − 𝑒𝑒𝑖𝑖)} = 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖
(𝑗𝑗)

𝑗𝑗  により推定した。 
26  推定した傾向スコア 𝑒𝑒𝑖𝑖 を用いて、定日回収を実施している市の重みを１、定日回収を実施していない 

市には重み 𝑒𝑒𝑖𝑖/(1 − 𝑒𝑒𝑖𝑖) を付し、ATT（定日回収を実施している市における効果の期待値）を推定する。 
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図 3-7 IPW 法による共変量の分布の調整状況 

  

  

（注）1 統計分析環境 R のパッケージ「cobalt」を利用した。「調整後」は傾向スコアによるウエイト付け

した後の、各共変量の標準化平均差（絶対値）を見たものであり、ゼロに近いほど共変量のバラン

スが取れていることを表す。共変量のバランスの水準について、標準化平均差 0.25（Stuart(2010)）

を目安として表示したが、より厳しく 0.1 を推奨する文献（Austin(2011)）もある。 

2 コードレス掃除機に関しては同じ共変量ではバランスが取れなかったため、処置変数の影響が小

さいと思われる「周知・啓発（JBRC）」を追加した。「広報媒体の数」を追加すると傾向スコア推計

モデルが発散したため不採用とした。  
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表 3-12 IPW 法による定日回収の効果の試算＜不燃ごみ＞ 

定日回収の品目 当該品目の 

混入量への影響 

他品目の 

混入量への影響 

 推定値 

g/人 

p 値 推定値 

g/人 

p 値 

リチウムイオン電池等 ▲1.91 0.11 電気かみそり  ＋0.76 

コードレス掃除機 ▲1.74 

加熱式たばこ  ▲0.01 

－ 

0.13 

0.48 

モバイルバッテリー ▲0.25 0.27 － － 

電気かみそり ＋0.70 － － － 

コードレス掃除機 ▲1.51 0.20 － － 

加熱式たばこ ＋0.02 － － － 

ワイヤレスイヤホン ▲0.09 0.07 － － 

（注） 傾向スコアはロジスティック回帰分析により推定した。統計分析環境 R のパッケージ 

「WeightIt」及び「Survey」を利用した。推定値は ATT である。ｐ値は片側検定による。 

 

傾向スコアの推定精度は比較的良好である。また IPW 法による重み付けの結果、共

変量の分布はマッチングと比較しておおむね良好に調整された 27（図 3-7 参照）。した

がって、理論上はマッチングよりも推定結果の信頼度は高いものと考えられる 28。 

表 3-12 の結果によれば、一部品目を除き定日回収の効果が示唆された。 

 

(5) まとめ 

(1)～(4)における定日回収にかかる分析結果を総合すると、表 3-13 のとおりとな  

る。 

分析手法によって結果数値が異なり、また結果を見る上では分析手法のメリット・

デメリットに応じてそれぞれ留意が必要であるが、全体的な傾向をみれば、電気か

みそりを除いて、おおむね定日回収による混入量の抑制効果が示唆される結果とな

った。 

個別にみると、単純平均の差(1)は、定日回収の有無別の混入量の平均値を比較し

たもので、最も簡明であるが、各市の混入量を左右する多くの背景事情を全く無視

している点で、定日回収の効果とみなすには大きな課題がある。 

背景事情（共変量）を調整する手法の一つである重回帰分析(2)では、混入量と政

策要因・地域要因との関係を把握する上で有益な情報が得られたが、推定方法の技

術的な制約から、回帰係数をもって定日回収の定量的な効果を測定するには課題が

ある。 

マッチング法では、最も類似している市同士で比較する手法である点で、簡明で

あるが、共変量がうまく調整されなかったため、推定値の信頼性には課題がある。 

IPW 法は、上記の中では分析の加工度が高いものの、共変量は比較的良好に調整さ  

れており、これらの中では最も信頼度が高いと考えられる。 

 
27  ワイヤレスイヤホンに関してはマッチングと比較してあまり改善していないが、推定値はマッチング

法とほぼ同水準である。 
28  これらの推定結果は概念上、組成分析調査の対象となった市における、定日回収による平均的な効果

を推定したものであり、全国の市町村における平均効果とは異なることに留意が必要である。なお、後述

の全国推計の方法等を用いれば、平均効果の全国推計も原理的には可能であるが、加工度がさらに高く、

精度の高い推計が難しいため、ここでは割愛する。 
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 表 3-13 定日回収の効果にかかる各分析手法による数値＜不燃ごみ区分＞ 

    

(1) 

単純平均の差 

g/人 

共変量分布を調整 g/人 

(2) 

重回帰分析 

（Ridge） 

(3) 

マッチング法 

(4) 

IPW 推定量 

リチウムイオン電池等 ▲3.26 ▲0.39 ▲0.18* ▲1.91 

 ※ 電気かみそり ＋0.50 ＋0.18 ＋0.57 ＋0.76 

 ※ コードレス掃除機 ▲2.77* ▲0.13 ＋0.82 ▲1.74 

 ※ 加熱式たばこ ▲0.07 ▲0.01 ▲0.01 ▲0.01 

モバイルバッテリー ▲0.72* ▲0.08 ▲0.05 ▲0.25 

電気かみそり ＋0.63 ＋0.24 ＋0.70 ＋0.70 

コードレス掃除機 ▲2.61* ▲0.12 ▲1.45 ▲1.51 

加熱式たばこ ▲0.11 ▲0.01 ＋0.05 ＋0.02 

ワイヤレスイヤホン ▲0.09 ▲0.01 ▲0.08 ▲0.09* 

（注）1 ※は、リチウムイオン電池等の定日回収による、各品目（電池が入った状態）の混入量への影響

を表す。 

2 重回帰分析は、各品目の混入量を被説明変数とする Ridge 回帰（表 3-8）による当該品目ダミー

の係数である。一般に Ridge 回帰は、各係数はゼロ方向に縮小して推定される傾向があることに留

意が必要である。 

3 マッチング法は、マハラノビス距離を用いた最近傍法（復元あり）である。 

4 IPW 法は、ロジスティック回帰分析により推定した傾向スコアを使用した。推定値は ATT である。 

5 * は 10％水準（片側検定）で有意であることを表す。 

 

各品目における定日回収の効果（不燃ごみへの混入抑制効果）として、最も信頼度

が高いと考えられる IPW 推定量を、その混入量全体に対する割合とともに示せば、表

3-14 のとおりとなる。リチウムイオン電池等の定日回収は、電池単体及びコードレス

掃除機（電池が入った状態）の混入をそれぞれ全体の 1 割程度（13.4％、12.2％）抑

制する効果が示唆された。また、コードレス掃除機の定日回収についても、製品の混

入を全体の 1 割程度（10.6％）抑制する効果が示唆された。 

他方、電気かみそりについては、その定日回収の効果や、電池の回収による取り外

し促進の効果は確認できなかった。 

 

上記のとおり、定日回収の混入抑制効果は品目によって異なる上、定日回収単独で

混入の大半を抑制できるほど効果が大きいとはいえないことが分かった。一方、Ridge

回帰の結果から、JBRC 回収ボックスや、JBRC の回収の利用案内等に関する内容の周知

は、既に定日回収を行っている場合でも、電池単体や電池使用製品の混入抑制効果が

示唆された。これらのことから、定日回収のみならず、事業者による回収及びその周

知・啓発もより一層推進し、消費者に対してより多くの適切な排出ルートを示す重要

性が示唆された。 

 

なお、プラスチックごみへの混入量については、サンプルサイズの制約（観測数 8）

から不燃ごみ区分のような統計分析手法は適用できなかった。単純平均の差は表 3-15

のとおりである。 
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表 3-14 IPW 法による 6 品目の定日回収による混入量の抑制効果 

＜不燃ごみ区分＞ 

定日回収の品目 当該品目の混入量 

への影響（g/人） 

他品目の混入量 

への影響（g/人） 

  全混入量に 

対する割合 

（％） 

 全混入量に 

対する割合 

（％） 

リチウムイオン電池等 ▲1.91 ▲13.4 電気かみそり  不明 

コードレス掃除機▲1.74 

加熱式たばこ ▲0.01 

－ 

▲12.2 

▲ 0.1 

モバイルバッテリー ▲0.25 ▲ 1.7 － － 

電気かみそり 不明 － － － 

コードレス掃除機 ▲1.45 ▲10.6 － － 

加熱式たばこ 不明 － － － 

ワイヤレスイヤホン ▲0.09 ▲ 0.6 － － 

（注）1 全混入量に対する割合は全品目の一人当たり混入量（平均値）を除して算出した。 

2 いずれも数値は幅を持ってみる必要がある。 

 

表 3-15 6 品目の定日回収の有無による混入量の差＜プラスチックごみ区分＞ 

 単純平均の差 

（g/人） 

割合 

（％） 

リチウムイオン電池等 ▲0.12 ▲24.0 

モバイルバッテリー ▲0.14 ▲29.1 

電気かみそり ▲0.00 ▲ 0.1 

コードレス掃除機 ▲0.00 ▲ 0.1 

加熱式たばこ ▲0.00 ▲ 0.9 

ワイヤレスイヤホン ＋0.00 － 

（注） 割合は平均値を除して算出（マイナス符号のみ数値を掲載）した。 

なお、共変量の調整を行っておらず、これをもって定日回収の効果とみなすことは 

困難である。 

 

ここで、定日回収の効果の把握が最も困難であった電気かみそりに関しては「他の

リチウム蓄電池使用小型家電より排出する人が多く、また、燃やさないごみだと考え

る人が多い。周知の必要性が高い品目と思われる」との市の意見がある（環境省(2025)）。 

また、過去の消費者アンケート（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(2023)）に

よると、電気かみそりについては他の製品に比して「不燃ごみ等」の区分に排出した

とする回答割合が多くなっている（図 3-8）。さらに、別の消費者アンケート（株式会

社三菱総合研究所(2020)）によると、電池を取り外すことなく排出したとする回答割

合が多くなっている（図 3-9）。これらの市の意見やアンケート結果は、電気かみそり

の定日回収や周知・啓発の効果が確認できなかった本分析結果と符合している。 
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図 3-8 排出した製品の排出先 

 

（注） 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(2023)による。枠線は当省が付した。アンケート

実施時期は令和 5 年 2 月である。 

 

図 3-9 排出した製品における電池の取り外しの有無 

  
（注） 株式会社三菱総合研究所(2020)による。枠線は当省が付した。アンケート実施時期は、令和

元年 12 月である。 
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 一方、今回の組成分析調査において、電気かみそりを「電池」等の区分として回収し

ているにもかかわらず不燃ごみへの混入量（一人当たり）が最多となっていた市では、

その回収日は不燃ごみと同一となっており、そのことに伴い不燃ごみへの混入が多く

なっている可能性も考えられる。本分析では、そうした要素は加味できていないため、

定日回収の効果を検証する分析としては不十分な可能性もある。 

 

いずれにしても、表 3-14 で示した定日回収の効果に係る推定値は、サンプルサイズ

の制約下において考え得る限りの統計分析手法を適用した予測値であるものの、多く

が統計的に有意とはいえないため、幅を持ってみるべきものである。有意な結果を得

るためには、サンプルサイズの拡大が必要となるが、更に大規模な組成分析調査の実

施は容易でないことが想定され、分析の更なる精緻化には多くの課題が残っている。 

 

4 市区町村における回収量・処分量の全国推計 
  上記 2 のデータ及び 3 の推計結果を用いて、全国市区町村におけるリチウムイオン

電池等及びその使用製品の回収量及び処分量を推計した。 

 

(1) 不燃ごみ等におけるリチウムイオン電池等及びその使用製品の混入量 

   これまでに推計されている全国の不燃ごみ等への混入量のうち、環境省(2021)に

おいては、6 市町における不燃ごみ等への混入率、小口・寺園・蓮沼(2024)において

は 1 市の混入率から算出されており、調査した市町の数値の代表性（全国の代表値

として適当か等）について、情報が不足している。 

   また、環境省(2021)においては、6 市町の平均値が全国値として当てはめられてい   

るが、今回の組成分析調査においては市によって混入量のばらつきが大きかったた

め、平均値の当てはめについては結果が不安定となる可能性が懸念される。これらの

状況も踏まえ、ここでは、次に掲げる複数の方法による試算を比較するとともに、よ

り精度の高い推定を目指すこととした。 

(a) 今回の組成分析調査における平均値をそのまま全国値として当てはめる方法 

(b) 外れ値に頑健な中央値を当てはめる方法 

(c) 製品の排出量に影響を与える要素をなるべく全国平均に補正する方法（不燃ご

み区分のみ） 

 

上記(c)について、組成分析調査対象市は、人口規模一定以上の市から抽出している

ほかは、各市のホームページ情報に基づく定日回収の状況や過去の火災の発生状況等

についてバランスを考慮して選定しているものの 29、より偏りの少ない推定値を得る

観点から、全市町村を対象とした統計調査（8 品目の定日回収の状況を把握）等の情報

を活用し、組成分析調査結果を全国の値に拡大推計した 30。具体的には、統計調査回

 
29  仮に人口規模がリチウムイオン電池等及びその使用製品の排出量に直接影響する場合には、組成分析

調査市は偏ったものとなるが、先行研究（中村・川瀬・宮下(2007)、中村・川瀬(2021)においては、排出

量の説明変数に人口規模は用いられていない（人口密度を用いている）ことを参考にして、本分析におい

ても排出量は人口規模には直接依存しないと仮定し議論を進めている。 
30  統計調査では回収率約 90%を確保しており、全国値とみなして差し支えないと判断した。 
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答市町村（計 1557）のうち、組成分析調査対象の市を 1、それ以外の市を 0 とした処

置変数、及び表 4-1 に掲げた共変量による IPW 推定を用いて、全国の排出量を推計し

た。 

この IPW 推定は、組成分析調査対象外の市町村が組成分析調査に回答したと仮定し

た場合の混入量の期待値（図 4-1 の②の部分）を算出していることに相当し、当該方

法は他の政府統計においても利用されている手法である 31。ここでは、この IPW 推定

を更に応用した、より理論的に望ましいとされる「二重頑健（DR: Doubly Robust）推

定」 32により、全国の排出量を推計した。  

 
31  家計調査（総務省）の補正（調査票様式変更時の断層調整）や消費動向指数（総務省）の推定（インタ 

ーネット調査の補正）等において類似の手法が利用されている。 
32  DR 推定量は、目的変数の回帰モデル及び処置変数の傾向スコア算出モデルのいずれかが正しく設定で

きれば偏りなく推定できる推定量として知られている。推定量は、 𝐸𝐸�𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖|𝑧𝑧 = 0) = (1/𝑁𝑁)∑ �{𝑧𝑧𝑖𝑖(1 −𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑖𝑖)/𝑒𝑒𝑖𝑖}𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 + {1 − 𝑧𝑧𝑖𝑖(1 − 𝑒𝑒𝑖𝑖)/𝑒𝑒𝑖𝑖}𝑔𝑔𝑖𝑖�, 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖：組成分析調査による 𝑖𝑖 市の排出量（g/人）, 𝑧𝑧𝑖𝑖：組成分析調

査対象市＝1、対象外市＝0, 𝑒𝑒𝑖𝑖：𝑖𝑖 市の傾向スコアの推定値, 𝑔𝑔𝑖𝑖:Ridge 回帰（目的変数：混入量合計、共

変量：表 4-1）による予測値で求めた。 
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表 4-1 全国の混入量の推計に用いた変数の記述統計量 

変数 観測数 平均値 標準偏差 最小値 中央値 最大値 

【処置変数】       

組成分析調査対象（不燃ごみ区分） 1557 0.02 0.14 0.00 0.00 1.00 

       

【共変量】       

定日回収の有無（リチウムイオン電池等） 1557 0.35 0.48 0.00 0.00 1.00 

 同（電気かみそり） 1557 0.31 0.46 0.00 0.00 1.00 

 同（電気かみそり・不燃） 1557 0.29 0.45 0.00 0.00 1.00 

 同（コードレス掃除機） 1557 0.26 0.44 0.00 0.00 1.00 

 同（コードレス掃除機・不燃） 1557 0.27 0.44 0.00 0.00 1.00 

 同（破損モバイルバッテリー） 1557 0.30 0.46 0.00 0.00 1.00 

 同（破損スマートフォン） 1557 0.26 0.44 0.00 0.00 1.00 

JBRC 回収ボックス数（/万人） 1557 0.75 1.07 0.00 0.50 13.48 

       

周知・啓発（JBRC） 1557 0.21 0.41 0.00 0.00 1.00 

広報媒体数 1557 2.02 1.41 0.00 2.00 8.00 

       

過去の火災の有無 1557 0.20 0.40 0.00 0.00 1.00 

       

不燃ごみ排出量（kg/人） 1557 9.33 13.10 0.00 6.81 292.38 

資源ごみ排出量（kg/人） 1557 31.98 23.53 0.00 27.16 221.78 

       

分別数 1557 13.81 5.18 2.00 13.00 43.00 

収集頻度（不燃ごみ） 1557 1.59 1.33 0.00 1.00 8.00 

 同（容プラ） 1557 1.84 1.87 0.00 2.00 7.00 

 同（小型家電） 1557 0.37 0.95 0.00 0.00 7.00 

手数料（不燃ごみ） 1557 0.51 0.50 0.00 1.00 1.00 

 同（容プラ） 1557 0.16 0.37 0.00 0.00 1.00 

 同（小型家電） 1557 0.05 0.22 0.00 0.00 1.00 

       

所得（百万円/人） 1557 1.34 0.62 0.59 1.26 16.70 

平均世帯人員 1557 2.37 0.28 1.05 2.36 3.46 

男女比率（％） 1557 95.45 20.23 78.68 93.93 810.75 

人口密度（千人/㎢） 1557 1.12 2.71 0.001 0.20 23.18 

昼夜間人口比率（％） 1557 98.55 38.04 67.10 96.90 1355.40 

若年人口比率（％） 1557 13.74 2.76 0.24 13.79 24.69 

購入頻度（携帯電話機） 1557 0.12 0.02 0.04 0.11 0.19 

 同（電気掃除機） 1557 0.10 0.01 0.06 0.10 0.17 

消費支出割合（たばこ） 1557 0.55 0.11 0.24 0.52 0.93 

（注）1 上記のうち、分別数、所得及び人口密度については、分析時には対数をとった。また、DR 推定に

当たっては、共変量は標準化を行った。 

2 共変量の選択に当たっては、目的変数（混入量合計）に影響があると考えられるものをなるべく

多く取り込みつつ、DR 推定の分散がなるべく小さくなるよう選択した。なお、一般に推定量の偏り

と分散にはトレードオフの関係があることが知られており、分散を抑えることが必ずしも精度を高

めることにはつながらないが、DR 推定によって偏りは一定程度抑制されていることを想定しつつ、

後述の感度分析に基づく区間推定を行うことで、偏りの可能性を一定程度カバーすることとした。
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図 4-1 組成分析調査対象市と対象外市の関係 

 

 組成分析調査対象𝑧𝑧 = 1 組成分析調査対象外𝑧𝑧 = 0 

組成分析調査の
結果 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 

混入量データあり 

① 

混入量データなし 

（欠測）② 

共変量項目 定日回収の有無、人口指標等 

 

（注） ここでの推計データは②に該当する。一般に調査データの補正を考

える場合、組成分析調査 対象外の市町村が（組成分析調査ではなく）

統計調査に回答した場合を推計する必要があるが、混入量データは調

査モードによる差異はないと考えられることから、②を推計した。 

  

組成分析調査の対象・非対象に係る傾向スコアの推定モデルの適合状況は表 4-2 の

とおりであり、比較的良好である。 

また、推定した傾向スコアによる分析の有効性を確認するため、傾向スコアによる

共変量の分布の調整状況をみたものが図 4-2 である。これによると、元々（図 4-2 の

「調整前」）組成分析調査対象の市は、全国の市町村平均と比べ、定日回収の実施状況

等に大きな差異はないが、周知・啓発の状況や、地域要因（所得、平均世帯人員、人口

密度、若年人口比率）等において差異がみられる。この傾向スコアによる重み付けに

より、差異のあったこれらの要素がある程度は接近したが、なお差が残っている状況

であり、IPW 法のみによる推定には一定の偏りが想定される。 

そこで、二重頑健推定により推定の精度向上を図ることとした。 

 

表 4-2 傾向スコアの推定モデルの適合状況（不燃ごみ区分） 

c 統計量 疑似決定係数 

0.96 0.43 

（注）1 ｃ統計量は医学系の研究では 0.8 以上がスタンダードとされている（星

野・岡田(2006)）。 

2 疑似決定係数は MacFadden のものであり、通常の回帰分析の決定係数

に相当する。 

3 従来傾向スコアはデータに対する説明力が一定を超えることが重要で

あると解釈されていたが、近年では共変量のバランスが取れているかが

重要との見解が一般となっている（星野 2009）、岩崎 (2015)、

Stuart(2010)など）。 
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図 4-2 共変量の分布の調整状況＜不燃ごみ区分＞ 

 

（注）統計分析環境 R のパッケージ「cobalt」を利用した。 

 

上記(a)～(c)の方法による、全国におけるリチウムイオン電池等及びその使用製品

の一人当たり排出量平均と、人口を乗じることによる総排出量を推計すると、表 4-3

のとおりとなった。 

組成分析調査の平均値(a)及び中央値(b)を代用した場合では、数値に相当の差が生

じている。したがって、組成分析調査のサンプルサイズに制約がある中で、組成分析

調査の単純平均や中央値をそのまま全国の平均値として当てはめることについては、

不安定さが示唆される。一方、不燃ごみ区分における DR 推定量(c)は、組成分析調査

の平均値及び中央値を全国に当てはめた場合の中間値となっており、おおむね合理的

と考えられる。 

プラスチックごみ区分においては、DR 推定量の算出は困難であることから、平均値

又は中央値の当てはめによる推定のみを示すと、表 4-3 のとおりである。 

これらの推定のうち、不燃ごみ区分については DR 推定量（1,672 トン）、プラスチッ

クごみについては平均値の当てはめ（62 トン）を用いることとすれば、全国の不燃ご

み及びプラスチックごみに 1,700 トン超のリチウムイオン電池等及びその使用製品が

混入していると推測された。 
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表 4-3 全国におけるリチウムイオン電池等及びその使用製品の混入量の推定値 

 平均値の 

当てはめ 

(a) 

中央値の 

当てはめ 

(b) 

DR 推定量 

 

(c) 

一人当たり 

排出量（g/人） 

不燃ごみ 14.27 7.72 13.37 

プラスチックごみ 0.50 0.33 － 

総排出量（t） 不燃ごみ 1,784 966 1,672 

プラスチックごみ 62 41 － 

 

(2) 不燃ごみ等におけるリチウムイオン電池の混入量 

(1)で推計した混入量は、リチウムイオン電池等の使用製品を含む全体の重量であ 

り、製品における電池以外の重量が相当を占めている数値である。火災発生の防止

や再資源化施策の基礎資料としては、電池そのものの重量を推測することも重要で

ある。 

そこで、(1)で推計した不燃ごみ等への混入物の内容構成が、今回の組成分析調

査における品目内訳と同等と仮定して、リチウムイオン電池の重量を見積もると、

全国の不燃ごみ及びプラスチックごみへの混入計 1,700 トン超のうち、ニカド電池、

ニッケル水素電池を除いた、リチウムイオン電池及びその使用製品は 1,002 トン、

うちリチウムイオン電池単体は 286 トン、製品に残留していたものを含むリチウム

イオン電池の総量は 409 トンと試算された（表 4-4）。 

 

表 4-4 全国の不燃ごみ・プラスチックごみへの混入量の推計       （単位：トン） 

 組成分析調査結果 

（43 市） 

全国の不燃ごみ・プラごみへの混入量 

（試算値） 

全製品 

 

うち LIB

製品 

全製品 

 

うち LIB 

製品 

LIB 総量 

 

合計 1.34 0.77 1,734 1,002 409 

電気掃除機 0.34 0.22   438 286 103 

リチウムイオン電池等 0.27 0.16   345 207 207 

電気かみそり 0.12 0.03   161  44   3 

 モバイルバッテリー 0.10 0.06   126  74  46 

 携帯電話 0.06 0.04   74  57  13 

 加熱式たばこ 0.05 0.05    67  59   6 

 タブレット 0.05 0.04    67  48  10 

ノートパソコン 0.04 0.02    52  31   5 

 その他 0.31 0.15   403 196  16 

 

ここで、製品に残留していたものを含むリチウムイオン電池の総量の計算に当たっ

ては、各製品において使用されているリチウムイオン電池の重量の情報が必要となる。

ここでは、今回の組成分析調査において把握した製品ごとのリチウムイオン電池の重

量（表 4-5）や先行研究を踏まえて、1 製品あたりのリチウムイオン電池の重量（原単

位）を表 4-6 のとおり設定した。  
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表 4-5 組成分析調査におけるリチウムイオン電池の重量 

 個数 重量 

(g) 

1 個あたり 

重量（g） 

合計  553 159,868 － 

電気掃除機 203  83,079  409 

デジタルカメラ・ビデオカメラ  56   5,266   94 

携帯電話  51   1,426   28 

ノート PC  37   8,732  236 

掃除機/電動工具  32  13,301  416 

電動工具  30  11,643  388 

ゲーム機  13     396   30 

電動自転車  11  19,714 1,792 

その他・不明 120  16,311   136 

（注） 単体で排出されていたリチウムイオン電池の型番等の情報から、その使用製品が判明したものに 

ついて集計したものである。 

 

表 4-6 1 製品に残留するリチウムイオン電池の重量の推定値（原単位）    （単位：g) 

 本試算で 

用いた 

原単位 

引用数値・参考数値 

組成分析調査 

平均 

環境省 

(2019) 

小口・寺園・蓮沼 

(2024) 

電気掃除機 409 409 500 228（コードレス） 

194（ロボット） 

電動工具 388 388   

ノートパソコン 236 236 500 259 

モバイルバッテリー 104   104 

タブレット  99  200 99 

携帯電話  28 28 200  

その他  10  10  

（注） 組成分析調査平均は表 4-5 の該当数値である。 

 

この試算値を既往の分析と比較すると表 4-7 のとおりとなる。既往の分析が少ない

上に、相互にかなり差異があることから、この比較による試算値の妥当性の判断は困

難であり、今後の研究・検証の蓄積を待つ必要があるが、先行研究のデータソースは 6

市町分が最大であったところ、当分析は 43 市（うち全国値への拡大推計のために利用

できたのは 38 市）のデータを用いて統計分析手法により試算した点において特長があ

る。 

ただし、統計分析上は、なお組成分析調査のサンプルサイズが小さいことによる不

安定の解消は困難であり、結果は一定の幅を持ってみる必要があることに留意を要す

る。サンプル抽出等に起因する数値の不確実性については後述する。 
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表 4-7 全国の不燃ごみ・プラスチックごみへのリチウムイオン電池の混入量の試算値 

（単位：トン） 

 本分析の 

試算 

参考 

環境省

（2022） 

小口・寺園・蓮沼 

（2024） 

全国のリチウムイオン電池及びその使用製品の混入量 1,002 2,400 － 

リチウムイオン電池（単体で混入）   207   70 － 

リチウムイオン電池（製品への残留分を含む合計）   409 － 830～1126 

（参考）組成分析調査の対象市町村数  43 6 1 

（注）1 本分析の試算において、組成分析調査対象の全 43 市のうち、全国値への拡大推計のために利用

できたのは 38 市のデータである。残りの市のデータは品目別の LIB 総量の推計に利用した。 

2 環境省(2022)及び小口・寺園・蓮沼(2024)の数値は、不燃ごみ区分への混入量である。 

 

(3) 他のごみ区分における混入量 

   不燃ごみ及びプラスチックごみ以外のごみ区分（可燃ごみ、危険ごみ等）への混

入量については、先行研究が存在せず、現段階においてその混入状況は全く不明と

なっている。 

   この状況を踏まえ、ここでは、過去に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング等に

おいて実施された消費者の排出先に係るアンケート結果（図 4-3～4-5）等を用いて、

これらのごみ区分への混入量の推計を試みた。 
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図 4-3 各品目の排出先（令和 5 年アンケート） 

 

（注） 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(2023)による。リチウムイオン電池の使用製品か否

かにかかわらず、当該製品の排出先を尋ねた結果である。アンケート実施時期は令和 5 年 2

月である。 
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図 4-4 各品目の排出先（令和元年アンケート） 

 

 
（注） 株式会社三菱総合研究所(2020)による。「製品中のリチウムイオン二次電池を手放した方

法」を尋ねた結果である。アンケート実施時期は令和元年 12 月、サンプルサイズ 2,484 であ

る。 
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図 4-5 各品目の排出先（令和 6 年アンケート） 

 

（注） 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会 小型家電リサイクル 

ワーキンググループ（第 1 回）及び中央環境審議会 循環型社会部会 小型家電リサイクル小委

員会（第 1 回）(2025)による。アンケート実施時期は令和 6 年 7 月、サンプルサイズは 3,747

である。 

 

これらの結果から「人に譲った」等を除いて廃棄のみの排出先に限定することによ

り、各品目の排出先割合を以下のとおり想定し、以降の分析に用いた（表 4-8）。 
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表 4-8 主な品目の排出先の想定                     （単位：％） 

 n 販売店、

公共施設

のボック

ス 

販売店 メ ー カ

ー 

市区町村ごみ 

電池・ 

危険ごみ 

可 燃 ご

み 

プ ラ ス

チ ッ ク

ごみ 

不 燃 ご

み 

リチウムイオン電池 80 27.8 0.0 1.2 46.5 4.4 6.2 13.8 

モバイルバッテリー 160 14.4 26.3 6.9 30.6 6.2 2.4 13.1 

電気かみそり 74 18.9 13.5 1.4 8.1 9.5 6.8 41.9 

コードレス掃除機 56 21.4 26.8 3.6 1.8 12.5 1.8 32.1 

加熱式たばこ 51 17.6 5.9 9.8 13.7 9.8 3.9 39.2 

携帯電話 364 8.5 59.6 20.3 5.8 0.8 1.7 3.3 

電動工具 21 23.8 14.3 4.8 9.5 9.5 0.0 38.1 

ノートパソコン 207 24.2 35.5 27.4 1.8 3.3 2.6 5.2 

タブレット 74 23.0 24.3 5.4 6.8 12.2 9.5 18.9 

その他 259 15.8 9.3 7.7 12.7 15.4 8.5 30.5 

（注）1 原則として市区町村のごみ区分の内訳の情報がある直近の令和 5 年アンケートの結果（図 4-3）

を使用した 33。 

2 「モバイルバッテリー」については、令和 5 年アンケートでは、プラスチックごみへの排出がゼ

ロとなっているが、組成分析調査では相当量の排出がみられたことから、令和元年アンケートを使

用した。 

3 「ノートパソコン」については、令和 6 年アンケートの「ノートパソコン」に基づき、市区町村

のごみ区分の内訳については令和 5 年アンケートの「タブレット」と同様と仮定して按分した。 

4 「リチウムイオン電池」については、令和元年アンケートにおける「電気かみそり」、「コードレ

ス掃除機」及び「加熱式たばこ」の「電池を取り外し排出」の平均値から作成した。 

5 「その他」は、令和 5 年アンケートにおける「ハンディファン」、「ワイヤレスイヤホン」、「電動

歯ブラシ」、「ゲーム機」、「スマートウォッチ」の結果を平均して作成した。 

6 それぞれ「人に譲った」等は除外して廃棄のみで作成した。 

7 n はデータ源の回答者数である。 

 

  また、表 4-4 で推計した主要品目の不燃ごみ・プラスチックごみへの混入量を、表

4-8 によって按分し、排出先別排出量を形式的に算出すると、表 4-9～4-11 のとおりと

なった。ここで、電池以外の各品目の数値は、電池が入ったまま排出された製品の排

出量を表しており、電池を取り外して排出された製品は含まれていない（取り外して

排出された電池は「リチウムイオン電池」に含まれている）ことに留意が必要である。 

 

  

 
33  「電気かみそり」、「コードレス掃除機」及び「加熱式たばこ」については、令和元年及び５年のアンケ 

ート結果に大きな差がみられる（例えば、「電気かみそり」の電池・危険ごみへの排出割合は、前者が

34.9％に対し後者は 1 割未満）が、前者では製品中のリチウムイオン電池の排出先、後者では（リチウ

ムイオン電池の使用製品か否かにかかわらず）当該製品の排出先をそれぞれ尋ねているという違いがあ

る。今回の分析で用いるデータとしては、概念的には前者の方が適していると考えられるものの、多く

の消費者が電池が入ったまま製品を排出していることが想定される（同アンケートによれば「電池を製

品から取り外して手放した」とする回答は２割程度）ことから、直近の調査結果である後者のデータを

用いた。 
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表 4-9 主要品目の排出先別の排出量の試算（LIB 使用製品の数）      （単位：千個） 

 計 販売店、

公共施設

のボック

ス 

販売店 メーカー 市区町村ごみ 

電池・危

険ごみ 

可 燃 ご

み 

プ ラ ス

チ ッ ク

ごみ 

不 燃 ご

み 

合計 20,984 3,169 6,923 2,514 3,608 1,074 769 2,927 

リチウムイオン電池 3,576 993 0 44 1,665 159 223 493 

モバイルバッテリー 2,809 403 738 194 860 175 69 369 

電気かみそり 575 109 78 8 47 54 39 241 

電気掃除機 748 160 200 27 13 94 13 240 

加熱式たばこ 1,360 240 80 133 187 133 53 533 

携帯電話 9,143 775 5,448 1,854 533 76 152 305 

ノートパソコン 251 61 89 69 5 8 6 13 

タブレット 351 81 85 19 24 43 33 66 

電動工具 54 13 8 3 5 5 0 21 

その他 2,115 335 196 163 270 327 180 645 

（注）1 アンケートの標本誤差等により、特に各品目の数値の精度は粗いものであることに注意を要する。 

2 電池以外の各品目は、電池が入ったまま排出された製品の排出量を表しており、電池を取り外し

て排出された製品は含まれていない。取り外して排出された電池は、「リチウムイオン電池」に含

まれている（以下表 4-10 及び 4-11 において同じ）。 

 

表 4-10 主要品目の排出先別の排出量の試算（LIB 使用製品）        （単位：t） 

 計 販売店、

公共施設

のボック

ス 

販売店 メーカー 市区町村ごみ 

電池・危

険ごみ 

可 燃 ご

み 

プ ラ ス

チ ッ ク

ごみ 

不 燃 ご

み 

合計 4,789 890 1,281 477 817 322 188 813 

リチウムイオン電池 1,034 287 0 13 481 46 64 143 

モバイルバッテリー 477 69 126 33 146 30 12 63 

電気かみそり 90 17 12 1 7 8 6 38 

電気掃除機 842 180 226 30 15 105 15 271 

加熱式たばこ 136 24 8 13 19 13 5 53 

携帯電話 1,142 97 680 232 67 10 19 38 

ノートパソコン 395 96 140 108 7 13 10 20 

タブレット 169 39 41 9 11 21 16 32 

電動工具 30 7 4 1 3 3 0 11 

その他 475 75 44 37 60 73 40 145 

 

表 4-11 主要品目の排出先別の排出量の試算（LIB 重量）          （単位：t）  

 計 販売店、

公共施設

のボック

ス 

販売店 メーカー 市区町村ごみ 

電池・危

険ごみ 

可 燃 ご

み 

プ ラ ス

チ ッ ク

ごみ 

不 燃 ご

み 

合計 2,044 450 347 118 602 118 89 320 

リチウムイオン電池 1,034 287 0 13 481 46 64 143 

モバイルバッテリー 292 42 77 20 89 18 7 38 

電気かみそり 6 1 1 0 0 1 0 2 

電気掃除機 306 66 82 11 5 38 5 98 

加熱式たばこ 14 2 1 1 2 1 1 5 

携帯電話 256 22 153 52 15 2 4 9 

ノートパソコン 59 14 21 16 1 2 2 3 

タブレット 35 8 8 2 2 4 3 7 

電動工具 21 5 3 1 2 2 0 8 

その他 21 3 2 2 3 3 2 6 

 



 

－52－ 

  表 4-11によると、市区町村ごみから推定される家庭からの LIBの排出量は年間 2,000

トン超と試算された。ただし、この試算は、一部の市を対象に実施した組成分析調査

及び消費者アンケート等を基に形式的に算出した粗いものであるため、特に品目別の

数値については拡大推計やアンケート結果の偏り 34等に起因する誤差が大きいことも

予想される。 

なお、事業者等による過去の回収実績が判明している幾つかの品目について、本試

算の数値と回収実績値を比較すると、以下のとおり、少なくとも数値の大小関係に関

しては矛盾がないことがうかがえた。 

 

① リチウムイオン電池 

JBRCによる家電量販店等の協力店舗からの回収量は 157.5トン（令和 5年度実績）

とされている。一方、本試算では、消費者による販売店又は公共施設のボックスへ

の排出は 287 トン（令和 6 年度推計）となっている。ただし、試算値には市町村回

収分が含まれていることや、JBRC の会員外製品（JBRC の回収対象外）が含まれてい

ること等を踏まえると、これらの大小関係に矛盾はない 35。 

 

② ノートパソコン 

一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会（以下「PC3R」という。）による家庭からの回

収実績は約 9 万 7 千台で 265.2 トン（いずれも令和 5 年度実績）とされている 36。

一方、本試算では、不燃ごみ等へのノートパソコンの排出量から推測される消費者

によるメーカー（PC3R 分を含む）への排出は約 13 万 4 千台、212 トン（令和 6 年度

推計）と概算される 37。試算は台数ベースでは過大、重量ベースでは過小であるが、

メーカーには PC3R 非加盟の社も考えられること、PC3R は附属機器も回収対象であ

ることを踏まえると、大小関係に矛盾はない 38。 

 

 ③ 携帯電話 

モバイル・リサイクル・ネットワーク（以下「MRN」という。）による電池の回収実  

績は 137 トン（令和 5 年度実績）とされており、LIB 換算では 84 トンとの推計があ

る（小口・寺園・蓮沼(2024)）。一方、本試算では、消費者による携帯電話及びタブ

レットの販売店（キャリアショップ含む）への排出量は計 161 トン（令和 6 年度推

 
34  例えば、リチウムイオン電池の排出先割合はサンプルサイズ 80 の回答を元に算出しているため、最大

で 10％ポイント程度の標本誤差（95％信頼水準）が生じ得る。また、一般にインターネットモニターを

対象としたアンケートは無作為抽出でないため、偏りが生じることが知られている。 
35  全国に設置された JBRC 回収ボックスは、合計 7,180 か所、うち協力市区町村登録の市区町村が庁舎等

に設定したものは 827 か所（出典：JBRC 提供資料）ある。また、組成分析調査におけるリチウムイオン

電池（160kg）のうち、JBRC 会員製であったのは 126kg である。これらを用いて形式的に概念調整すると、

試算値は 200t（販売店のボックスへの JBRC 会員製品の排出量）となるため、実績に比して過大推計の可

能性がある。 
36  なお、家庭からの回収実績が 265.2t に対し、事業者からの回収実績は 21.0t と、家庭からの回収が主

となっている。いずれも令和５年度実績（出典：PC3R ウェブサイト（令和７年４月確認））である。 
37  電池が入ったまま排出されたノートパソコン（電池が入った製品）の排出量（約６万９千台、108t）

に、電池単体の排出量から推測される製品の排出も加算したものである。 
38  LIB 換算では家庭・事業者分合わせて 40t との推計があるが（小口・寺園・蓮沼(2024)）、本試算では

家庭分で 16t となっている。PC3R の回収の多くは家庭からであるため、本試算は過小の可能性があるが、

小口・寺園・蓮沼(2024)の推計方法が不明であるため、妥当性の検証は難しい。 
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計、LIB 換算）となっている。販売店には、MRN の回収拠点であるキャリアショップ

以外の小売店が含まれており、その割合が不明であるため精緻な比較検証は難しい

が、大小関係に矛盾はない。 

 

④ その他の品目 

小型家電リサイクル制度に基づく小型家電の回収実績（そのうち認定事業者が小

売店等から市町村を介さず回収した量）は 32,264 トンであり、LIB 換算では市町村

からの回収量を含めて 298 トンとの推計がある（小口・寺園・蓮沼(2024)）。一方、

本試算では、リチウムイオン電池使用製品の販売店等（ボックス及び販売店の合計）

への排出量が 511 トン（令和 6 年度推計、LIB 換算）となっている。販売店等への排

出分のうち販売店等から小型家電リサイクル認定事業者への引渡し量が不明である

ため、精緻な比較検証は難しいが、大小関係に矛盾はない。 

 

これらを踏まえ、表 4-11 における個々の品目の排出先の数値については精度が粗い

としても、品目全体として大まかな排出先の傾向は捉えているものとみなし、表 4-11

からメーカー等による回収や小型家電リサイクルによる回収分を算出すると、LIB 換

算で 916 トン 39、全体（2,044 トン）の 4 割強（44.8％）と推測された。反対に、過半

（55.2％）のリチウムイオン電池が、これらのスキームで回収されず、市区町村ごみ

として排出されている状況と推測された。 

また、市区町村ごみとして排出された製品等のうち、LIB 換算で 602 トン、全体（1,128

トン）の半分程度（53.3％）は電池・危険ごみの区分に排出されていると見られる一方

で、半分（46.7％）は、電池の再資源化が想定されない、可燃ごみ・プラスチックご

み・不燃ごみに排出されている状況と試算された。 

なお、これら品目全体の排出先割合の精度については、後述の感度分析によって評

価することとする。 

 

(4) 各種回収ボックスによる回収量 

   市区町村によっては、上記のごみ区分による回収のほか、JBRC や小型家電リサイ

クル等の回収ボックスを庁舎等に設置し、電池や製品を回収している市区町村もあ

る。 

市区町村における各種回収ボックスによる回収量（表 4-11 等における「販売店、

公共施設のボックス」の内訳に相当）については、50 市調査による結果（表 4-12）

を用いて、表 4-13 のとおり推計された 40。 

 

 
39  表 4-11 における「販売店、公共施設のボックス」450t、「販売店」347t、「メーカー」118t を合計した

もの。なお「販売店、公共施設のボックス」には、メーカー等による回収や小型家電リサイクルによる回

収に該当しない、市区町村独自のボックス回収（後述の 1t）が含まれるが、僅少と見込まれることから

除外していない。 
40  市区町村回収の中でボックス回収の占めるウエイトは大きくないと想定されることから、後述(5)の方 

法と異なり、50 市調査の人口当たり回収量の単純平均を全国平均とみなして簡易に推計した。なお単純

平均ではなくより厳密に加重平均を用いる方法もあるが、人口規模の小さい市の結果も等しく評価する

観点から単純平均を用いた。 
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表 4-12 50 市調査におけるリチウムイオン電池等及びその使用製品のボックス回収の

状況（令和 5 年度） 

回収ルート 回答数 回収量 

合計 

(t) 

人口当たり 

回収量平均 

（g/人） 

回収量に含まれるもの（例） 

JBRC 

回収ボックス 

 8 3.5 0.9 リチウムイオン電池等、モバイルバッテ

リー 

小型家電 

回収ボックス 

26 1,660 71.0 リチウムイオン電池等の使用製品、その

他の小型家電 

その他の 

回収ボックス 

 7 21 5.0 リチウムイオン電池等（破損・膨張した

ものを含む）、乾電池、ボタン電池、モバ

イルバッテリー、加熱式たばこ 

（注）回答数は当該回収ルートによる回収量の数値の回答を得た数である。 

 

表 4-13 市区町村によるリチウムイオン電池等及びその使用製品等の回収ボックスによ

る回収量の推計値 

処分先 回収量計 

(t) 

うち LIB 

総量(t) 

LIB 総量の算出に用いた

LIB 総量／回収量比 

JBRC 回収ボックス 36 12 33.9％ 

小型家電回収ボックス 5,162 4 0.1％ 

その他の回収ボックス 135 1 0.5％ 

（注）1 回収量は 50 市調査における人口当たり回収量平均（表 4-12）に、統計調査において当該回収ボ

ックスによる 8 品目いずれかの回収を行っているとした市区町村の人口を乗じて算出した。 

2 JBRC 回収ボックスにおける LIB 総量／回収量比は、JBRC 回収実績（全回収 1737t 中リチウムイ

オン電池 589t）から算出した。 

3 小型家電回収ボックスにおける LIB 総量／回収量比は、「小型家電リサイクル制度の施行状況の

評価・検討に関する報告書」（令和 2 年 8 月）による、小型家電回収量実績（100,398t）中の密閉

型蓄電池の量（204t）及び注 2 から算出した。 

4 その他の回収ボックスにおける LIB 総量／回収量比は、大手廃棄物処理事業者による回収・処分

実績より算出した。 

 

(5) 市区町村における処分量 

  次に、事業者による公表値や既存推計、50 市調査の結果等を用いて、市区町村に

おけるリチウムイオン電池等及びその使用製品の処分状況について推計する。 

  50 市調査による処分先別の処分量の概要は、表 4-14 のとおりである。なお、これ

らの処分量に含まれている電池や製品等は市によってまちまちであり、数値の概念

に差があることから、合計や平均は粗い数値であることに留意を要する。 
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表 4-14 50 市調査におけるリチウムイオン電池等及びその使用製品の処分の状況 

（令和 5 年度） 

処分先 回答数 処分量 

合計 

(t) 

人口当たり 

処分量平均 

（g/人） 

処分量に含まれるもの（例） 

JBRC 26 37 4.3 リチウムイオン電池等、モバイル

バッテリー 

小型家電リサイクル法認定

事業者 

39 5,719 319.9 リチウムイオン電池等の使用製

品、その他の小型家電 

その他の処分事業者 30 2,436 148.2 一次電池、二次電池、電池使用製

品、水銀体温計等 

一般廃棄物最終処分場  5 69,241 48,164.1 不燃ごみ、粗大ごみ、焼却残さ、資

源化残さ等 

一時ストック  3 3 1.6 二次電池、ボタン電池 

(注)1 回答数は処分量の数値の回答を得た数である。 

2 一時ストックは調査時点のストック量であり、その他（年間のフロー）とは概念が異なる。 

 

 全国の市区町村における処分先別の処分量を推計するに当たっては、50 市調査の平

均値等をそのまま全国平均として当てはめることは不適切な可能性が高い。例えば、

小型家電の回収量は、人口規模が小さい市区町村ほど回収量が多い傾向があるため（図

4-6）、50 市調査（対象は人口 10 万人以上の市）の結果をそのまま全国値として用いる

ことは難しい 41。また、排出量と同様の統計的手法による推計を想定する場合には、

これら処分量に影響を及ぼす要素の情報（共変量）が必要となるが、市区町村による

処分量は、市区町村における処理過程（前処理の方法など）や近隣における処分事業

者の存否等に大きく依存することが想定され、全国市区町村におけるこうした共変量

について有効な情報は得られていない。 

 

  

 
41  実際、50 市調査における小型家電リサイクル認定事業者による処分量平均から全国値を形式的に算出

すると 26,622t となり、後述の処分量実績（54,146t）に比べ約半分となる。なお、50 市調査の結果を人

口規模別にみると、20～30 万人及び 100 万人以上の市における処分量が少なくなっており、マクロの小

型家電回収量（図 4-6）と似通った傾向となっている。 
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図 4-6 市区町村の人口規模別の小型家電回収量（一人当たり） 

 
（注） 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会小型家電リサイクルワー

キンググループ（第 1 回）及び中央環境審議会循環型社会部会小型家電リサイクル小委員会（第

1 回）(2025)による。 

 

これらの状況を踏まえ、市区町村による処分量のうち、JBRC 及び小型家電リサイク

ル法認定事業者における処分量については、それぞれ全国のマクロの数値に相当する

JBRC 及び環境省の公表資料等から推計した。 

その他の処分事業者による処分量に関しては、類似の数値が存在しないため精度の

高い推計が難しい。一般廃棄物最終処分場における処分（焼却・埋立てに相当）や一時

ストックについても、類似のマクロの数値は存在しない上、50 市調査の回答数も少な

く、直接推計することは困難である。したがって、これまでの分析において推計され

た市区町村へのリチウムイオン電池の排出量から、JBRC 及び小型家電リサイクル法認

定事業者による処分量を控除することで、その他の処分事業者による処分、焼却・埋

立て及び一時ストックの量をまとめて推測することとした。 

 これらの処分量及びそれに含まれるリチウムイオン電池の重量は、表 4-15 のとおり

推計された。また、住民によるリチウムイオン電池の排出量・市町村による回収量と

併せて整理すると、表 4-16 のとおりとなった。 
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表 4-15 市区町村によるリチウムイオン電池等及びその使用製品等の処分量の推計値 

処分先 処分量計 

(t) 

a 

うち LIB 

総量(t) 

b 

出典及び算出方法 

JBRC 201 122 a 一般社団法人 JBRC(2025) 

b JBRC 提供資料 

小型家電リサイクル法認定

事業者 

54,146 187 a 産業構造審議会 イノベーション・環境分

科会 資源循環経済小委員会 小型家電リ

サイクルワーキンググループ（第 1 回）及

び中央環境審議会 循環型社会部会 小型

家電リサイクル小委員会（第 1 回）(2025) 

b 小口・寺園・蓮沼(2024) 

その他の処分事業者 

一般廃棄物最終処分場 

一時ストック 

  

836 

b 住民から市区町村への排出量の試算値

（1,144t）から上記を控除 

（注）1 JBRC の処分量計は、2024 年度の蓄電池回収見込みである。うち LIB 総量は、同数値に同法人の

2023 年度回収実績の比率（蓄電池 180.4t、うち LIB109.6t）を乗じて算出した。 

2 小型家電リサイクル認定事業者の処分量計は、令和 5 年度実績である。うち LIB 総量は、小口・

寺園・蓮沼(2024)による推計値（298t）に、令和 5 年度実績の市区町村回収分の比率（合計 86,410t

のうち市区町村回収分 54,146t）を乗じて算出した。なお、当該推計は、株式会社三菱総合研究所

(2020)に基づく令和元年度実績（117t）を使用した場合と比べて過大となっている。 

3 その他の処分事業者の処分量については、大手廃棄物処理事業者による回収実績と、50 市調査に

おける各市の LIB 処分量及び令和 5 年一般廃棄物処理実態調査（環境省）による処分事業者別の市

区町村人口を加味して見積もれば、190t～250t と推測されたが、極めて粗い試算であるため表内で

は特記していない。なお、小型家電リサイクル法認定事業者が 60 社（令和 7 年 1 月現在）に対し

環境省「リチウム蓄電池等処理業者リスト」の掲載社は 12 社（令和 7 年 4 月確認）であること等

を踏まえると、その他の処分事業者の処分量が小型家電リサイクル法認定事業者による処分量

（187t）を大幅に上回る可能性は低いものと推測される。 

 

表 4-16 リチウムイオン電池（製品への残留分を含む）の排出量及び処分量の試算値 

（単位：t） 

排出量・回収量 市区町村の処分量 

 住民 2,044 市区町村計 1,144 市区町村計 1,144 

   可燃ごみ 118 JBRC 122 

   プラスチックごみ 89 小型家電認定事業者 187 

   不燃ごみ 320 その他の処分事業者  

   有害・危険ごみ 602 一般廃棄物最終処分場 836 

   回収ボックス 16 一時ストック  

  民間回収ボックス 434   

  販売店・メーカー 465   

（注） 拡大推計等に起因する統計的な誤差を含む粗い試算値であり、幅を持ってみる必要がある。 

 

市区町村における処分については、市区町村で回収された製品等のうち相当量の LIB

が、処分事業者等に引き渡されることなく、一般廃棄物最終処分場において焼却・埋

立て（又は一時ストック）されている状況が推測された。焼却・埋立てによる処分の割

合を直接算出することは困難であるが、既述のとおり市区町村回収の半分（47.4％）

が、LIB の再資源化が想定されない、可燃ごみ・プラスチックごみ・不燃ごみにおいて

排出されている状況に照らすと、（これらのうち処分過程で選別され再資源化に回るも

のが一部あるとしても）、半分弱に近い水準で焼却・埋立て（又は一時ストック）され
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ている状況と推測される 42。 

また、この点に関し、50 市に対する実地調査や統計調査において、リチウムイオン

電池等の使用製品の定日回収を行わない理由として「適切な処分事業者が見当たらな

い」との意見が相当数みられたことも合わせて考慮すると、再資源化はもとより、定

日回収の推進による火災発生抑止のためにも、処分事業者の育成及び周知等の重要性

が示唆された。 

 

(6) 感度分析 

   これまでの全国推計は、様々な仮定の下で多段階の推計を経て得られたものであ

るため、各推計値に誤差が存在することは避けられない。 

   そこで、これまでの推計プロセスにおける誤差の発生要因を検証し、推計値がど

の程度の誤差を含み得るか、すなわち推計値の不確実性の評価（感度分析）を行っ

た。 

 

（不確実性の発生要因） 

  推計の起点となっているのは、不燃ごみ及びプラスチックごみへの LIB の混入量の

全国推計である。これについては、組成分析調査において算出した各市の年間排出量

に含まれる誤差と、標本調査から全国値を拡大推計したことに伴う統計的な誤差が含

まれているが、前者の誤差は DR 推計によって一定程度抑制 43できているものと考えら

える。 

  他のごみ区分への LIB 混入量については、上記の誤差に加えて、消費者アンケート

がやはり標本調査であることに伴う誤差や、当該アンケートに内在する偏りに伴う誤

差も想定される。 

  市区町村における処分量のうち、JBRC 及び小型家電リサイクル認定事業者による処

分量に関しては、マクロの実績値をベースに算出していることから、誤差は比較的小

さいとみられる。 

  LIB 製品等の重量から LIB 量を算出するに当たっては、各品目に含まれる LIB の重

量を仮定していることから、その仮定（原単位）が実態と異なる場合には誤差が生じ

ている。なお、LIB 量の算出に当たって用いている品目別内訳に関しては、組成分析調

査の混入内訳を全国値とみなしてそのまま用いていることから、この点に関しても誤

差を含み得るが、5000 超の製品が全国から無作為に抽出されたとみなせば、製品数と

しては十分なサンプルサイズであり、上記の拡大推計に伴う誤差に吸収し得る範囲と

見積もられる 44。 

  以上のことから、不確実性の評価のためには、原単位（各品目に含まれる LIB の重

量）に起因する部分と、標本抽出に起因する部分の評価が重要と考えられる。 

 
42  50 市調査の結果によると、リチウムイオン電池等を埋立て・焼却・ストックのいずれかを行っている

市は、23 市（46％）であり、水準として整合している。他方、環境省「令和５年度一般廃棄物処理実態

調査」によると、「自ら処分」「処分を行っていない」（混入を意識せず処分）、「保管」を合わせると 323

市区町村（1,741 市区町村中 19％）であり、これとの水準差については今後の検証を待つ必要がある。 
43  DR 推定におけるアウトカムモデルで Ridge 回帰を用いることで、一部の市の年間排出量に大きな誤差

があったとしても、それへの過剰適合を抑制している。 
44  一般に、サンプルサイズ 5,000 の場合の比率の標準誤差は最大で約 0.7％であり、品目別内訳の誤差は 

後述の分析における誤差の範囲と比較して十分小さい。 
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（不確実性の評価 1） 

まず、原単位（各品目に含まれる LIB の重量）に関して、仮定の置き方によってど

の程度数値が変わり得るか、推計の安定性を確認するため、下位及び上位シナリオを

設定（表 4-17）して、それぞれのシナリオにおける全国推計結果を算出した（表 4-18）。 

 

表 4-17 原単位（1 製品に残留するリチウムイオン電池の重量）に係る下位・上位シナリオ 

（単位：g） 

 本試算で 

用いた数値 

（再掲） 

下位 

シナリオ 

上位 

シナリオ 

参考値（再掲） 

組成分析

調査 

平均 

環境省 

(2019) 

寺園ほか 

(2024) 

電気掃除機 409 200 427 409 500 228（コードレス） 

194（ロボット） 

電動工具 388 346 430 388   

ノートパソコン 236 216 256 236 500 259 

タブレット 99 89 109  200 99 

携帯電話 28 24 32 28 200  

モバイルバッテ

リー 

104 94 114   104 

その他 10 9 11  10  

（注） 下位・上位シナリオは、組成分析調査結果に基づき想定されるそれぞれ品目の重量の下限・上限を、

平均±1.64×標準偏差／（該当数の平方根）により算出したものである（原単位の 90％信頼区間に相

当）。電気掃除機の下位シナリオは同式によれば 391 と算出されたが、先行研究を踏まえて 200 とし

た。タブレット、モバイルバッテリー及びその他については、組成分析調査による結果ではなく、不

確実性の度合いが不明であるため、暫定的に 1 割減・1 割増を下限・上限とした。 

 

表 4-18 リチウムイオン電池（製品への残留分を含む）の排出量及び処分量 

（感度分析 1）                                                   （単位：t） 

排出量・回収量 市区町村の処分量 

住民 1,808～2,137 市区町村計 1,044～1,176 市区町村計 1,044～1,176 

   可燃ごみ 95～123 JBRC 122 

   プラスチックごみ 84～ 91 小型家電認定事業者 187 

   不燃ごみ 261～332 その他の処分事業者  

   有害・危険ごみ 587～614 一般廃棄物最終処分場 741～874 

   回収ボックス 16～ 16  一時ストック  

  民間回収ボックス 390～447   

  販売店・メーカー 374～513   

 （注） 表 4-17 の各品目の下位・上位シナリオが同時に起こるときの推計値を下限・上限として表示し

たものである。 

 

（不確実性の評価 2） 

次に、結果数値の推計幅に最も影響が大きいと想定される、標本抽出に起因する不

確実性を、次の方法により評価した。 

不燃ごみへの混入量の推計は IPW 法を応用した DR 推計を用いており、これについて

は理論的な漸近分布が知られていることから、当該統計理論に基づき誤差の程度を推

計 45した。プラスチックごみへの混入量については、8 市の平均値を全国の平均値とし

 
45  ブートストラップ法による誤差の評価も試算したが、ほぼ漸近理論に従う結果となった。なお、単純

無作為抽出を仮定した標準的な標本理論を適用したシミュレーションも可能であるが、その場合は不確

実性の範囲がより広く推定される。 
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て用いたことから、標準的な標本理論を用いて誤差の程度を評価した。他のごみ区分

への混入量については、上記の誤差に加えて、消費者アンケートがそれぞれ所定のサ

ンプルサイズの無作為抽出によるものとみなし、標準的な標本理論を適用した 46。 

これらの不確実性の具体的な評価は、各変数がそれぞれの統計理論に基づき推定さ

れる標準偏差をもつ正規分布に従うと仮定 47したシミュレーション（モンテカルロシ

ミュレーション）により行った。1000 回のモンテカルロシミュレーションの結果、主

な推定値の分布を図示すると図 4-7 及び 4-8 のとおりである。また、推定の不確実性

の範囲として、このシミュレーションにおいて算出された各推定値の 90％が含まれる

区間を算出すると、表 4-19 のとおりとなる。  

 
46  シミュレーションは、推計結果に大きな影響を与える、リチウムイオン電池、モバイルバッテリー、電 

気掃除機及び携帯電話の４品目（これらにより LIB 量全体の 90％超）の排出先割合について行った。 
47  各変数は独立とみなしてシミュレーションをしたが、特にアンケートの変数については、独立性の仮

定は現実的でない可能性がある。仮に独立でない場合は、不確実性がさらに拡大することとなるが、独立

性を仮定した場合でもかなり不確実性が広いことや、演算の簡便性の観点から、独立とみなした。 
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図 4-7 モンテカルロシミュレーションによる LIB 混入量の推定値の分布(1) 

 

 

図 4-8 モンテカルロシミュレーションによる LIB の排出先割合の推定値の分布(2) 
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表 4-19 リチウムイオン電池（製品への残留分を含む）の排出量及び処分量 

（感度分析 2）                         （単位：t） 

排出量・回収量 市区町村の処分量 

住民 1,646～2,525 市区町村計 908～1,441 市区町村計 908～1,441 

   可燃ごみ 72～178 JBRC 122 

   プラスチックごみ 43～126  小型家電認定事業者 187 

   不燃ごみ 257～357 その他の処分事業者  

   有害・危険ごみ 412～884 一般廃棄物最終処分場 599～1,132 

   回収ボックス 11～22  一時ストック  

  民間回収ボックス 304～618   

  販売店・メーカー 361～591   

（注） 標本理論に基づいた 1000 回のモンテカルロシミュレーションによる推定値の 5 パーセンタイル点

及び 95 パーセンタイル点を下限・上限（90％信頼区間に相当）として表示している。 

 

  また、同シミュレーションにより、リチウムイオン電池の重量に換算して、 

・ 住民排出分のうち、過半（50.0～59.7％）がメーカーや小売店等に排出されず、

市区町村ごみとして排出 

・ 市区町村回収のうち 4 割から 5 割程度（37.0～53.6％）が、再資源化が想定され

ない可燃ごみ・プラスチックごみ・不燃ごみに排出 

と試算され、特に後者の状況から、 

・ 市区町村による処分量の 4 割から 5 割に近い水準で、焼却・埋立て又は一時スト

ックされている状況 

 と試算された。 

 

 

(7) まとめ 

   以上を総合すると、リチウムイオン電池の住民からの排出量及び市区町村の処分

量は、表 4-20 及び 4-21 並びに図 4-9 のとおり推計された。 

  

表 4-20 リチウムイオン電池（製品への残留分を含む）の排出量及び処分量の試算値   

（点推定）（表 4-18 再掲）                   （単位：t） 

排出量・回収量 市区町村の処分量 

 住民 2,044 市区町村計 1,144 市区町村計 1,144 

   可燃ごみ 118 JBRC 122 

   プラスチックごみ 89 小型家電認定事業者 187 

   不燃ごみ 320 その他の処分事業者  

   有害・危険ごみ 602 一般廃棄物最終処分場 836 

   回収ボックス 16 一時ストック  

  民間回収ボックス 434   

  販売店・メーカー 465   

（注） 拡大推計等に起因する統計的な誤差を含む粗い試算値であり、少なくとも表 4-21 で示した程度

の幅を持ってみる必要がある。 
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表 4-21 リチウムイオン電池（製品への残留分を含む）の排出量及び処分量の試算値 

（区間推定）（表 4-19 再掲）                   （単位：t） 

排出量・回収量 市区町村の処分量 

住民 1,646～2,525 市区町村計 908～1,441 市区町村計 908～1,441 

   可燃ごみ 72～178 JBRC 122 

   プラスチックごみ 43～126  小型家電認定事業者 187 

   不燃ごみ 257～357 その他の処分事業者  

   有害・危険ごみ 412～884 一般廃棄物最終処分場 599～1,132 

   回収ボックス 11～22  一時ストック  

  民間回収ボックス 304～618   

  販売店・メーカー 361～591   

（注） 標本理論に基づいた 1000 回のモンテカルロシミュレーションによる推定値の 5 パーセンタイル点

及び 95 パーセンタイル点を下限・上限（90％信頼区間に相当）として表示している。 

 

図 4-9 リチウムイオン電池（製品への残留分を含む）の排出量及び処分量の試算値 

 

（注） 各数値は拡大推計等に起因する統計的な誤差を含む粗い試算値であり、少なくとも表 4-21 で示

した程度の幅を持ってみる必要がある。 

 

  ここで区間推定に関しては、二通りの感度分析のうち、標本抽出に起因する不確実

性が大きいことから、当該評価を再掲した 48。 

既述のとおり、点推定（表 4-20）は、一部の市を対象に実施した組成分析調査及び

消費者アンケート等を基に形式的に算出したものであり、拡大推計等に起因する誤差

を含む粗い試算値である。今後、分析手法の更なる改善によって点推定値の精度向上

の可能性があるとしても、現状の組成分析調査やアンケート等の情報を基にする限り

においては、標本抽出に起因する誤差の存在は不可避であることから、本分析の結果

や数値の利用に当たっては、少なくとも表 4-21 で示した程度の不確実性を織り込んだ

上で、利用することが求められる。 

また、これらの推計の妥当性については、今後の研究の蓄積を待つ必要がある。 

 
48  もっとも、二通りの感度分析を同時に実施すること（原単位が一定の範囲で一様分布するものと仮定

して、後者と併せてシミュレーションを実施する等）も可能であるが、後者の推定幅が既に広く、更に

推定幅が広がるシミュレーションは実益が乏しいと判断し、後者の感度分析をそのまま再掲した。 



 

－64－ 

5 結論 
 今般、リチウムイオン電池等及びその使用製品について、市区町村における定日回収

を始めとした回収施策の効果及び回収量・処分量の全国推計を行った。その結果得られ

た政策含意等を要約すると次のとおりである。 

 

(1) 市区町村における回収施策の効果の分析 

◎ リチウムイオン電池等の危険ごみ等の区分による定日回収は、不燃ごみ等への混

入を抑制する効果が示唆された。その抑制効果は、リチウムイオン電池等及びその

使用製品全体の混入量の 1 割程度に相当する。また、電池単体の混入抑制だけでな

く、電池使用製品の排出時における電池の取り外し促進を通じ、電池が入った状態

での製品の混入抑制にも一定程度寄与することが示唆された。 

◎ リチウムイオン電池等が取り外せない電気かみそりなどについては、電池あるい

は製品の定日回収による不燃ごみ等への混入抑止効果は確認できなかった。 

◎ JBRC 回収ボックスの設置や、JBRC の回収の利用案内等に関する内容の周知は、既

に定日回収を行っている場合でも、電池単体や（電池の取り外し促進を通じた）電

池使用製品の混入抑制効果が示唆された。 

◎ 定日回収の効果は品目によって異なる上、定日回収単独で混入の大半を抑制でき

るほど効果が大きいとはいえない。 

したがって、事業者による回収及びその周知・啓発を併せて推進し、消費者に対

してより多くの適切な排出ルートを示す重要性が示唆された。 

 

(2) 市区町村における回収量・処分量の全国推計 

◎ 住民が排出したリチウムイオン電池及びその使用製品のうち、リチウムイオン電

池の重量に換算して過半で、事業者の自主回収や小型家電リサイクル等の枠組みが

利用されることなく、市区町村ごみとして排出されていると推測された。 

◎ 市区町村で回収されたもののうち、リチウムイオン電池の重量に換算して 4 割か

ら 5 割程度が、リチウムイオン電池の再資源化が想定されない、可燃ごみ・プラス

チックごみ・不燃ごみに排出されていると推測された。 

◎ リチウムイオン電池の重量に換算して、市区町村における処分量の 4 割から 5 割

に近い水準が、処分事業者に引き渡されることなく、焼却・埋立て又は一時ストッ

クされている状況がうかがえた。 

◎ これらのことから、事業者等による回収及び市区町村による分別回収の推進とと

もに、処分事業者の育成、周知等の重要性が示唆された。 

 

(3) 更なる実態解明の推進 

◎ 本分析において混入抑止効果が定量的に確認できなかった取組であっても、分析

の改善による効果算出の可能性や、住民の排出の利便性向上等のメリット等も考え

られることから、各市区町村における施策の判断等に資する観点から、引き続き多

様な分析の蓄積が重要と考えられる。 

◎ 市区町村における回収量・処分量の全国推計に関しては、先行研究が極めて少な

く今回初めて試算したマテリアルフローの箇所も多いことから、今回の推計結果の
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妥当性の検証は現時点では難しく、今後の研究を待つ必要がある。資源循環施策の

立案・評価等の基礎資料として、引き続き多様な手法によりマテリアルフロー算出

を継続していくことが重要と考えられる。 

◎ 今回の回収施策や全国推計の分析結果は、全国 43 市において実施した組成分析調

査のデータに大きく依存しており、サンプルサイズの制約等から確度の高い分析は

技術的に困難であった 49。一層の精度向上のためには、組成分析調査の継続的な実

施及びその蓄積が望まれるが、市区町村職員の作業負担等の観点からは、詳細な組成

分析調査の大規模な実施は現実的でないことも想定される。 

◎ 今後の回収施策の効果検証や回収量等の推計に当たっては、市区町村職員の負担

にも鑑み、詳細な組成分析調査は一部市町村で行いつつ、回収量に影響を与え得る

基本的な政策要因・地域要因のみを全国で調査し、組成分析調査結果を補正して拡

大推計する今回の分析方法を含めて、有効かつ現実的な方法論について研究を継続

していく必要があると考えられる 50。 

 

以上 

  

 
49  例えば、今般行ったリチウムイオン電池等の定日回収についてのｔ検定（表 3-1）では、検出力（有意

水準 10％の片側検定で有意差を検出できる確率）は 49％である。同検定で 80％の検出力を確保するため

には、85 市以上のサンプルサイズを要する。 
50  環境省は、令和５年度一般廃棄物処理実態調査において、市区町村におけるリチウム蓄電池等の回収

量を直接尋ねる設問を設けた。しかしながら、当該調査結果からは、製品残留分や不燃ごみ等への混入

物も含めて、電池の回収量を正確に把握している市区町村は限られていることがうかがえ、この回答か

ら直接全国の回収量を把握するのは困難とみられる。 
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